
岸本町・溝口町合併協議会 第１８回会議 別添資料 

１．提案事項関係資料 

 提案第１号関係 行政現況調書調整一覧表（一般職の職員の身分の取り扱いについて）・・・・・・・・・・・・・ １ 

 提案第２号関係 行政現況調書調整一覧表（使用料、手数料等の取り扱いについて）・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 提案第３号関係 行政現況調書調整一覧表（補助金、交付金等の取り扱いについて）・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 提案第４号関係 行政現況調書調整一覧表（諮問機関の取り扱いについて）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

提案第５号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：財務事務）・・・・・・・・・・ １６ 

提案第６号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：消防防災関係事業）・・・・・・ １９ 

提案第７号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：公共交通事業）・・・・・・・・ ２４ 

提案第８号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：情報通信事業）・・・・・・・・ ２５ 

提案第９号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いにつて：医療費助成）・・・・・・・・・・ ２８ 

提案第１０号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：老人保健事業）・・・・・・・ ３１ 

提案第１１号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：高齢者福祉事業）・・・・・・ ３２ 

提案第１２号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：障害者福祉事業）・・・・・・ ３９ 

提案第１３号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：社会福祉協議会）・・・・・・ ４３ 

提案第１４号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：環境対策事業）・・・・・・・ ４５ 

提案第１５号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：上水道事業）・・・・・・・・ ４９ 

提案第１６号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：下水道事業）・・・・・・・・ ５０ 



提案第１７号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：観光事業）・・・・・・・・・ ５１ 

提案第１８号関係 行政現況調書調整一覧表（各種事務事業等の取り扱いについて：その他）・・・・・・・・・・ ５３ 

 



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 岡田賢治 責任者

合併協定項目

連番

1

Ｈ15.4.1現在 Ｈ15.4.1現在
定数 配置 定数 配置

１町長事務局部 73 73 0 １町長事務局部 74 69 △ 5
・ 一般会計 ・ 一般会計

  本庁 45 45 0  本庁 52

 保育所 19 19 0 保育所 17

 64 64 0 74 69 △ 5

 ・ 国保会計 2 2 0 ・ 国保会計 (1)

 ・ 水道会計 4 3 △ 1 ・ 水道会計 (3)

 ・ 下水道会計 3 3 0 ・ 下水道会計 (1)

 ・ その他(連合派遣) 0 1 1 ・ その他 (0)

 ２議会事務局 2 1 △ 1 ２議会事務局 2 2

 ３農業委員会 1 1 0 ３農業委員会 2 1 △ 1
４教育委員会 19 16 △ 3 ４教育委員会 13 11 △ 2

・ 事務局 7 11 4 ・ 事務局 7
・ 小学校 2 0 △ 2 ・ 小学校 0
・ 中学校 1 0 △ 1 ・ 公民館、図書館 4
・ 給食施設 6 3 △ 3
・ 公民館 3 2 △ 1

合計 95 91 △ 4 合計 91 83 △ 8
定数外（派遣職員）
４教育委員会・事務局11名のうち

美術館派遣３　スポ振派遣２　計５

本庁
内数

協議会提案事項

岡田安路一般職の職員の身分の取扱いワーキンググループ名総務部会

各種事務事業の取扱い12 一般職の職員の身分の取扱い 備考

岸　　本　　町

計 計

溝　　口　　町 調整方法

①岸本町、溝口町の職員はすべて新
町の職員として引き継ぐものとす
る。
 
②職員数については、新町において
定員適正化計画を策定し、定員管理
の適正化に努めるものとする。
 
③職名及び任用については、合併時
に一元化を図るものとする。
 
④給料及び諸手当については、合併
時に一元化を図るものとする。
 
⑤職員の任免、給与その他の身分に
ついては、公正に取り扱うものと
し、その細目は２町の長が別に協議
して定めるものとする。

岸本町職員定数と実職員数 溝口町職員定数と実職員数

課題・問題点

一般職の職員の身分の取扱い

地方公務員法
　（一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員）
　第3条　地方公務員法の職は、一般職と特別職に分ける。
　　2　一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
　　3　特別職は、次に掲げる職とする。
　　（1）就任について、公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
　　（1）の2　地方開発事業団の理事長、理事及び幹事の職
　　（1）の3　地方公営企業の管理者、理事及び幹事の職
　　（2）法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関に定める規定により、設けられた委員及び
　　　　委員会（審議会その他これに準ずるものを含む。）の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
　　（3）臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
　　（4）地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
　　（5）非常勤の消防団員及び水防団員の職
　（分限及び懲戒の基準）
　第27条　全ての職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
　2　職員は、この法律に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この
　　法律又は条令で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例に定める事由によ
　　る場合でなければ、その意に反して降給されることがない。
　3　職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。

市町村の合併の特例に関する法律
　（職員の身分取り扱い）
　第9条　合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職
　　員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。
　2　合併市町村は、職員の任免、給与その他身分取り扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなけれ
　　ばならない。
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 岡田賢治 責任者

合併協定項目

連番

協議会提案事項

岡田安路一般職の職員の身分の取扱いワーキンググループ名総務部会

各種事務事業の取扱い12 一般職の職員の身分の取扱い 備考

岸　　本　　町 溝　　口　　町 調整方法課題・問題点

岸　　本　　町 溝　　口　　町
行政職給料表級別職務分類表 行政職給料表級別職務分類表
職務
の級

職務
の級

職　務　の　内　容 職　務　の　内　容

１　定型的な業務を行う主事補､主事､技師補､
　　書記､保育士又は児童厚生員
２　准看護師又は栄養士

１級 　主事補、技師補及び保育士

　主事、技師、保健師、管理栄養士及び保育士

１　高度の知識又は経験を必要とする業務を行
　　う主事、技師、書記、准看護師、栄養士、
　　保育士又は児童厚生員

２級 ２級

１級

２　保健師、看護師又は管理栄養士

３　高度の知識又は経験を必要とする業務を行
　　う社会教育主事、保健師、看護師又は管理
　　栄養士

　主任、保育士主任、主任保健師、主任技師、主任
管理栄養士

３級

１　係長及び主任保育士 １　係長

３級

１　主任
２　特に高度の知識又は経験を必要とする業務
　　を行う主事、技師、書記、栄養士、保育士
　　又は児童厚生員

２　保健師長又は看護師長
３　高度の知識又は経験を必要とする業務を行
　　う主任

４　特に高度の知識又は経験を必要とする業務
　　を行う社会教育主事

４級

５級 ５級

２　高度な知識又は経験を有する主任、保育士主
　　任、主任保健師、主任管理栄養士及び主任技師

４級

２　高度な知識又は経験を有する課長補佐、所長補
　　佐、室長補佐及び主幹の職務

１　課長、議会事務局長、センター長、所長、
　　室長、教育次長、農業委員会事務局長及び参事

３　特に高度の知識又は経験を必要とする業務
　　を行う主任

１　課長補佐、所長補佐、公民館長補佐、室長補
　　佐及び主幹

２　高度な知識又は経験を有する係長、主任保育士

１　課長補佐、室長補佐、局長補佐、次長補佐、
　　館長、所長、主幹及び主任保育士
２　高度な知識又は経験を必要とする業務を行
　　なう係長、保健師長又は看護師長

６級 ６級

１　高度な知識又は経験を必要とする業務を処理
　　する課長、室長、局長、次長、館長又は主査

２　特に高度な知識又は経験を必要とする業務を
　　処理する所長(町長の承認を得たものに限る｡)

　高度な知識又は経験を有する課長、議会事務局
長、センター長、所長、室長、教育次長、農業委員
会事務局長及び参事の職務

７級 ７級

１　課長、室長、局長、次長又は主査

２　高度な知識又は経験を必要とする業務を処
　　理する課長補佐、室長補佐、局長補佐、次
　　長補佐、館長、所長、主幹及び主任保育士

３　特に高度な知識又は経験を必要とする業務
　　を行なう保育士長又は看護師長

　総務課長、相当高度な知識又は経験を有する課
長、議会事務局長、センター長、室長、教育次長及
び農業委員会事務局長の職務

８級 ８級
　特に高度な知識又は経験を必要とする業務を処理
する課長、室長、局長、次長、館長又は主査
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 岡田賢治 責任者

合併協定項目

連番

協議会提案事項

岡田安路一般職の職員の身分の取扱いワーキンググループ名総務部会

各種事務事業の取扱い12 一般職の職員の身分の取扱い 備考

岸　　本　　町 溝　　口　　町 調整方法課題・問題点

技能労務職給料表級別職務分類表 技能労務職給料表級別職務分類表
職務
の級

職務
の級

技能職員

電話交換、手調理師、自動車運転手

労務職員

用務員、給食調理員、家庭奉仕員、労務作業員

技能職員

電話交換手、調理師、自動車運転手

労務職員

用務員、給食調理員、家庭奉仕員、労務作業員

技能職員

電話交換手、調理師、自動車運転手

労務職員

用務員、給食調理員、家庭奉仕員、労務作業員

技能職員

電話交換手、調理師、自動車運転手

労務職員

用務員、給食調理員、家庭奉仕員、労務作業員

数名の調理師等を直接指揮監督する組長の職務

数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長、係長の職
務

多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務

多数の一般技能職員を直接指揮監督する組長の職務

５級

６級

電話交換手、一般技能職員、調理師、調理員、自動車運転
手、用務員等

１級

２級

３級

４級

５級

６級

相当の技能又は経験を有する下記の職務

１級

２級

３級

４級

多数の調理師等を直接指揮監督する組長の職務

多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長、係長の職
務

電話交換手、一般技能職員、調理師、調理員、自動車運転
手

数名の用務員等を直接指揮監督する主任

特に困難な業務を行う用務員等

高度な技能又は経験を有する下記の職務

電話交換手、一般技能職員、調理師、調理員、自動車運転
手

相当数の用務員等を直接指揮監督する主任

数名の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務

数名の一般技能職員を直接指揮監督する組長の職務

特に高度の技能又は経験を有する下記の職務

特に高度の技能又は経験を有する下記の職務

技能労務職員等を直接指揮監督する長又はこれに相当す
る者

技能労務職員等を直接指揮監督する長で相当の経験を有
する者又はこれに相当する者

高度の技能又は経験を有する下記の職務

高度の技能又は経験を有する下記の職務

職　務　の　内　容 職　務　の　内　容

相当の技能又は経験を有する下記の職務

相当の技能又は経験を有する下記の職務
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

1 ＊袋の販売代金が異なる。 合併後一元化する。

＊サイズが異なる。

サイズ（７００×６５０） サイズ（６５０×８００）

＊購入単価　４円７０銭/枚 ＊購入単価　８円／枚　（大）

＊１枚２５円で販売 （22円で売渡し） ＊１枚３０円で販売 （27円で売渡し） 変更案

＊１袋５０枚入 ＊１袋５０枚入

＊高密度ポリエチレン製 サイズ（４５０×７００）

＊購入単価　６．２５円／枚　（中）

※購入単価と売り渡し単価の差額は、施設維持管理費に充当。＊１枚２０円で販売　（18円で売渡し）

＊１袋５０枚入

＊高密度ポリエチレン製

※購入単価と売り渡し単価の差額は、施設維持管理費に充当。

(22円） （25円） （27円） （30円） （30円）

販売方法　役場 指定小売店 住民 販売方法 役場 商工会 小売店 住民

部落世話役 部落代表

中袋販売実績

袋販売実績（岸本町取扱分） Ｈ１５ ４４，０６０枚

Ｈ１５ ２６９，３００枚 大袋販売実績

Ｈ１５ １７０，１６０枚

Ｈ１５ ２１４，２２０枚

2
＊岸本町のみ

サイズ（800×600） なし

＊１枚２５円で販売

＊１袋１０枚入

＊透明

平成１５年度年間販売実績　 ２，０２２袋

購入単価　６円３０銭/枚

岸本町不燃ゴミ袋基金で購入し売り渡す。（22円で売渡し）

販売方法　役場 指定小売店 住民

部落世話役

(22円） （25円）

（導入の経緯）

１．収集時の効率化をはかる。

２．内容物の確認が容易にできる。

３．収集に係る経費の受益者負担を求める。

(用途）

＊規格は、マチ付き、結ぶ
ことが出きるようにする。

＊1枚の単価は、30円（店
頭価格）

＊平成17年度から、同一の
規格にする。（両町とも規
格を変更する）

不燃ゴミ収集用袋販売 不燃ゴミ収集袋販売
＊合併後に岸本町の例によ
り定める。

可燃ゴミ収集用袋販売 可燃ゴミ収集用袋販売

合計

住民環境部会 ワーキンググループ名

溝　　口　　町

＊小型の不燃性のゴミ（600×600×600以下）の収集時に使用
する。（乾電池・蛍光管は除く）

備考各種事務事業の取扱い17　使用料、手数料等の取り扱い

協議会提案事項

永見文夫 野坂博文環境衛生関係事業

調整方法課題・問題点岸　　本　　町

＊岸本町は共同購入のため西伯町ほか二か町清掃
施設管理組合と調整が必要

４



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

住民環境部会 ワーキンググループ名

溝　　口　　町

備考各種事務事業の取扱い17　使用料、手数料等の取り扱い

協議会提案事項

永見文夫 野坂博文環境衛生関係事業

調整方法課題・問題点岸　　本　　町

3 ＊許可手数料の内容と金額が異なる。

*許可期間が異なる 一元化案

一般廃棄物収集運搬業許可手数料 一般廃棄物収集運搬業許可手数料

浄化槽清掃業許可手数料 浄化槽清掃業許可手数料

1件につき　２，１００円 新規…１件につき３，０００円

継続…１件につき２，０００円

許可期間　1年 許可期間　2年

（許可の内容） （許可の内容）

　岸本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例により規定する。溝口町廃棄物の処理及び清掃に関する条例により規定する。

条文 条文

条文 条文

合併時に一元化する。

*許可期間は、溝口町の例
により2年間とする。

（増額となっても、申請が
１件になるので、負担増に
ならない）

（参考・米子市　6,000円
2年間有効）

（現在は、2年間両町の許
可を受けようとした場合、
6,200円となる。）

＊金額は、１件5,250円

＊新規・継続の区分は設け
ない。

浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を
業として行おうとする者は、規則で定めるところ
により、町長の許可を受けなければならない。

浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業
として行おうとする者は、規則で定めるところによ
り、町長の許可を受けなければならない。

一般廃棄物収集運搬業許可手数料、浄化槽清掃業許可手数料 一般廃棄物収集運搬業許可手数料、浄化槽清掃業許可手数料

一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行お
うとする者は、規則で定めるところにより、町長
の許可を受けなければならない。

一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おう
とする者は、規則で定めるところにより、町長の許
可を受けなければならない。

５



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

1

2

3

１８補助金、交付金等の取扱い

行政事務推進事業交付金
行政からの文書の配布、部落のとりまとめ、行政
との連絡調整をしていただくための交付金

平成１５年度分
予算額：79,000円×70部落＝5,530,000円
 

（均等割） 4割
予算額×0.4＝2,212,000円
2,212,000円÷68部落≒32,500円（１部落当り）
（世帯割） ６割
予算額×0.6＝3,318,000円
3,318,000円÷1,562世帯≒2,124円（１世帯当り）

１合併時に一元化する。
別添事業一覧のとおり

２　合併後３年以内に見直す。

消防施設整備補助金
各地区の自主防災体制の整備を図る。
別紙一覧表のとおり

自衛消防団小型ポンプ購入補助金
各地区の自衛消防団の充実を図る。
別紙一覧表のとおり

補助制度の内容が異なる。

　両町の制度を比較すると事業活動の主体性が町側にある
か、区長協議会にあるかの違いはあるが、交付金交付の趣
旨は類似していると考えられる。

調整方法

岸本町の例により、合併後一元化す
る。

区長協議会の設立を要請する。

協議会提案事項

岡田賢治 井澤宏和補助金、交付金の取扱い

備考各種事務事業の取扱い

ワーキンググループ名

岸本町のみの制度である。

総務部会

合併時に次のとおり調整する。

１．交付総額は、１世帯当り年額
3,650円に世帯数をかけた額とす
る。
２．各区（集落）への交付基準は両
町の現在の基準による。
３．将来的には区の定義も含め、統
一した交付基準を設ける。

地域自治活動交付金
各区（自治会）の自治活動の振興を支援する目的で
交付する。

平成１５年度分
１世帯あたり3,650円（365日×10円）を世帯数に乗
じた額を均等割世帯割を行い交付する。
（365日×10円）×2026世帯＝7,394,900円（全体）

（均等割）  ５割
7,394,900円×１／２＝3,697,450円
3,697,450円÷35集落＝105,641円（１集落当り）
（世帯割）  ５割
7,394,900円×１／２＝3,697,450円
3,697,450円÷2026世帯＝1,825円（１世帯当り）

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

地域自治活動交付金（研修）

各区（自治会）の自治活動を支援する。
区長協議会が行う県外視察研修に対して助成をす
る。
○研修参加者　１人当り　5,000円（定額）

６



NO 分類 調整案

消火栓増設事業補助金 なし

岸本町の例による

簡易水道特別会計の負担となる

部分の経費に対し、消防施設整

備補助金に準ずる額を一般会計

から繰出し、助成する。

なし 岸本町の例による

事業主体　　部落 補助率　　６割以内 対象事業費　５万円以上

消防施設整備事業補助金（ホース・管槍） なし 岸本町の例による

事業主体　部落 補助率　５割以内

消防施設整備事業補助金（ホース格納庫） なし 岸本町の例による

事業主体　部落 補助率　５割

消防施設整備事業補助金（ホース乾燥塔） なし 岸本町の例による

事業主体　部落 補助率　５割

消防施設整備事業補助金（ポンプ維持費） 消防ポンプ燃料費補助金 岸本町の例による

軽可搬ポンプを所持する集落へのポンプ維持費補助 １集落あたり　１２，５００円 × ３０集落

１集落あたり　１５，０００円 ２５集落×１５，０００円＝３７５，０００円

消防施設整備事業補助金（ポンプ管理費） なし 岸本町の例による

消防ポンプの管理（修理等）に関する経費を補助。

事業主体　部落 補助率　５割 補助対象事業費は５万円以上

消防施設整備補助金 自衛消防団小型ポンプ購入補助金

各地区の自衛消防隊制の整備を図る。 各地区の自衛消防団の充実を図る。

事業
主体

事業
主体

1．小規模部落は戸数30戸以下とする。 岸本町の例による

2．国、県補助金がある場合は、これを含め 自衛消防団が小型ポンプを購入しようと

  た割合とする。従って、地元負担は、国 する場合に、購入費１００万円を上限に

  県補助金の有無にかかわらず2割である。 １／２を助成する。

1．その他の部落は戸数31戸以上とする。

2．国、県補助金がある場合は、これを含め

  た割合とする。従って、地元負担は、国

  県補助金の有無にかかわらず3割である。

1．対象事業費は、7万円を限度とする。 岸本町の例による。

2．出動命令により、消防活動に従事したこ

  とによる機械器具の破損等の修復にかか

  る経費は、全額町費負担とする。

消防施設整備事業補助金（防火水槽） なし

集落が防火水槽に対して新設又は修繕を行った場合補助を行う。

ただし、土地・補償費は補助対象外とする。

事業主体　部落 補助率　８割

婦人消防隊軽可搬ポンプ修理補助金 なし 岸本町の例による。

　修理費の7割補助 上限10万円

婦人消防隊結成補助金 なし 岸本町の例による。

　結成時に1万円補助。

婦人消防隊被服等購入補助金 なし 岸本町の例による。

　被服等購入費の5割補助

婦人消防隊補助金 なし 岸本町の例による。

　婦人消防隊の活動を支援する。 事業内容に関係なく補助を出す。

　隊員1人当り　1,000円（年額）

婦人消防隊福祉共済掛金補助金 なし 岸本町の例による。

　1人当り800円/年のうち700円補助

１　新規の防火水槽は、原則、消防庁補助事業により設置
　する。
２　その他の場合、及び修繕は、岸本町の例により補助を
　行う。

婦人消防隊軽可
搬ポンプ修理

部
落

5割以内

8割

7割

ポンプ購入

小
規
模
部
落

そ
の
他
部
落

備  考

町

溝　　口　　町岸　　本　　町

事業主体事業名

消防ポンプ車庫整備補助金

事業名 補助負担率 備  考

補助負
担率

備   考

1

町単独補助事業調整一覧表

既設簡易水道に
附帯する消火栓

の増設

8割
以内

５割

自
衛
消
防
団

補助負担率

ポンプ購入

事業名

2

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

消防

消防

消防

消防

消防

消防

消防

消防

消防

消防

消防

消防

消防

消防

７



旧町単位で交付金を配分する場合（均等割４割・世帯割６割）
岸本町自治交付金

均等割：１集落あたり１０５，６４１円 均等割：１集落あたり　８４，５１３円

世帯割：１世帯あたり　　１，８２５円 世帯割：１世帯あたり　　２，１９０円

現行（均等割５割・世帯割５割） 変更後（均等割４割・世帯割６割）
集落補助金

集落名 世帯数 均等割 世帯割 合計 集落名 世帯数 均等割 世帯割 合計 差額

林ヶ原 23 105,641 41,975 147,616 林ヶ原 23 84,513 50,370 134,883 △ 12,733

清山 21 105,641 38,325 143,966 清山 21 84,513 45,990 130,503 △ 13,463

口別所 26 105,641 47,450 153,091 口別所 26 84,513 56,940 141,453 △ 11,638

久古 44 105,641 80,300 185,941 久古 44 84,513 96,360 180,873 △ 5,068

福原 24 105,641 43,800 149,441 福原 24 84,513 52,560 137,073 △ 12,368

サン団地 19 105,641 34,675 140,316 サン団地 19 84,513 41,610 126,123 △ 14,193

番原 38 105,641 69,350 174,991 番原 38 84,513 83,220 167,733 △ 7,258

真野 43 105,641 78,475 184,116 真野 43 84,513 94,170 178,683 △ 5,433

大原 36 105,641 65,700 171,341 大原 36 84,513 78,840 163,353 △ 7,988

須村 41 105,641 74,825 180,466 須村 41 84,513 89,790 174,303 △ 6,163

丸山 87 105,641 158,775 264,416 丸山 87 84,513 190,530 275,043 10,627

小林 11 105,641 20,075 125,716 小林 11 84,513 24,090 108,603 △ 17,113

藍野 16 105,641 29,200 134,841 藍野 16 84,513 35,040 119,553 △ 15,288

ペンション 22 105,641 40,150 145,791 ペンション 22 84,513 48,180 132,693 △ 13,098

上細見 44 105,641 80,300 185,941 上細見 44 84,513 96,360 180,873 △ 5,068

立岩 22 105,641 40,150 145,791 立岩 22 84,513 48,180 132,693 △ 13,098

木戸口 23 105,641 41,975 147,616 木戸口 23 84,513 50,370 134,883 △ 12,733

吉定 58 105,641 105,850 211,491 吉定 58 84,513 127,020 211,533 42

岸本 59 105,641 107,675 213,316 岸本 59 84,513 129,210 213,723 407

伯耆ニュータウン 176 105,641 321,200 426,841 伯耆ニュータウン 176 84,513 385,440 469,953 43,112

押口 38 105,641 69,350 174,991 押口 38 84,513 83,220 167,733 △ 7,258

駅前 79 105,641 144,175 249,816 駅前 79 84,513 173,010 257,523 7,707

吉長 61 105,641 111,325 216,966 吉長 61 84,513 133,590 218,103 1,137

遠藤 54 105,641 98,550 204,191 遠藤 54 84,513 118,260 202,773 △ 1,418

リバータウン 44 105,641 80,300 185,941 リバータウン 44 84,513 96,360 180,873 △ 5,068

小野 22 105,641 40,150 145,791 小野 22 84,513 48,180 132,693 △ 13,098

小町 15 105,641 27,375 133,016 小町 15 84,513 32,850 117,363 △ 15,653

大寺 157 105,641 286,525 392,166 大寺 157 84,513 343,830 428,343 36,177

こしきｹ丘 169 105,641 308,425 414,066 こしきｹ丘 169 84,513 370,110 454,623 40,557

殿河内 150 105,641 273,750 379,391 殿河内 150 84,513 328,500 413,013 33,622

田園町 63 105,641 114,975 220,616 田園町 63 84,513 137,970 222,483 1,867

みどり 65 105,641 118,625 224,266 みどり 65 84,513 142,350 226,863 2,597

坂長 186 105,641 339,450 445,091 坂長 186 84,513 407,340 491,853 46,762

スカイタウン大殿 53 105,641 96,725 202,366 スカイタウン大殿 53 84,513 116,070 200,583 △ 1,783

岩屋谷 37 105,641 67,525 173,166 岩屋谷 37 84,513 81,030 165,543 △ 7,623

合計 2,026 3,697,435 3,697,450 7,394,885 合計 2,026 2,957,955 4,436,940 7,394,895 10

溝口町自治交付金
＠３，６５０円×１５６２世帯

均等割：１集落あたり３２，５００円 均等割：１集落あたり３３，５３７円
世帯割：１世帯あたり　２，１２４円 世帯割：１世帯あたり　２，１９０円

現行（均等割４割・世帯割６割） 変更後（均等割４割・世帯割６割）
集落補助金

集落名 世帯数 均等割 世帯割 合計 集落名 世帯数 均等割 世帯割 合計 差額
1 間地 22 32,500 46,728 79,200 間地 22 33,537 48,180 81,717 2,517
2 二部第一 8 32,500 16,992 49,600 二部第一 8 33,537 17,520 51,057 1,457
3 二部中町 18 32,500 38,232 70,900 二部中町 18 33,537 39,420 72,957 2,057
4 二部中央 8 32,500 16,992 49,600 二部中央 8 33,537 17,520 51,057 1,457
5 二部第二 17 32,500 36,108 68,600 二部第二 17 33,537 37,230 70,767 2,167
6 二部第三 17 32,500 36,108 68,600 二部第三 17 33,537 37,230 70,767 2,167
7 森脇 14 32,500 29,736 62,200 森脇 14 33,537 30,660 64,197 1,997
8 畑池中央 10 32,500 21,240 53,700 畑池中央 10 33,537 21,900 55,437 1,737
9 東畑池 25 32,500 53,100 85,800 東畑池 25 33,537 54,750 88,287 2,487

10 池田 10 32,500 21,240 53,700 池田 10 33,537 21,900 55,437 1,737
11 郷原 10 32,500 21,240 53,700 郷原 10 33,537 21,900 55,437 1,737
12 下代 15 32,500 31,860 64,500 下代 15 33,537 32,850 66,387 1,887
13 上谷 7 32,500 14,868 47,400 上谷 7 33,537 15,330 48,867 1,467
14 福岡中央 20 32,500 42,480 75,000 福岡中央 20 33,537 43,800 77,337 2,337
15 福岡三区 18 32,500 38,232 70,700 福岡三区 18 33,537 39,420 72,957 2,257
16 焼杉 14 32,500 29,736 62,200 焼杉 14 33,537 30,660 64,197 1,997
17 上の名 12 32,500 25,488 58,000 上の名 12 33,537 26,280 59,817 1,817
18 須鎌 5 32,500 10,620 43,200 須鎌 5 33,537 10,950 44,487 1,287
19 藤屋 14 32,500 29,736 62,200 藤屋 14 33,537 30,660 64,197 1,997
20 船越 18 32,500 38,232 70,900 船越 18 33,537 39,420 72,957 2,057
21 福吉 11 32,500 23,364 56,000 福吉 11 33,537 24,090 57,627 1,627
22 福島 14 32,500 29,736 62,200 福島 14 33,537 30,660 64,197 1,997
23 三部一区 27 32,500 57,348 89,900 三部一区 27 33,537 59,130 92,667 2,767
24 三部２区１ 16 32,500 33,984 66,500 三部２区１ 16 33,537 35,040 68,577 2,077
25 三部２区２ 20 32,500 42,480 75,000 三部２区２ 20 33,537 43,800 77,337 2,337
26 三部２区３ 11 32,500 23,364 56,000 三部２区３ 11 33,537 24,090 57,627 1,627
27 三部２区５ 7 32,500 14,868 47,400 三部２区５ 7 33,537 15,330 48,867 1,467
28 三部２区６ 18 32,500 38,232 70,900 三部２区６ 18 33,537 39,420 72,957 2,057
29 三部佳住 10 32,500 21,240 53,700 三部佳住 10 33,537 21,900 55,437 1,737
30 溝口一 90 32,500 191,160 222,100 溝口一 90 33,537 197,100 230,637 8,537
31 溝口文教区 34 32,500 72,216 100,700 溝口文教区 34 33,537 74,460 107,997 7,297
32 溝口二 51 32,500 108,324 140,800 溝口二 51 33,537 111,690 145,227 4,427
33 溝口三 35 32,500 74,340 106,800 溝口三 35 33,537 76,650 110,187 3,387
34 溝口四 48 32,500 101,952 134,500 溝口四 48 33,537 105,120 138,657 4,157
35 溝口五 50 32,500 106,200 138,700 溝口五 50 33,537 109,500 143,037 4,337
36 谷川 66 32,500 140,184 171,000 谷川 66 33,537 144,540 178,077 7,077
37 宮原 49 32,500 104,076 136,600 宮原 49 33,537 107,310 140,847 4,247
38 大倉 16 32,500 33,984 66,500 大倉 16 33,537 35,040 68,577 2,077
39 大原 11 32,500 23,364 56,000 大原 11 33,537 24,090 57,627 1,627
40 白水 15 32,500 31,860 64,500 白水 15 33,537 32,850 66,387 1,887
41 根雨原 22 32,500 46,728 79,200 根雨原 22 33,537 48,180 81,717 2,517
42 宇代 29 32,500 61,596 94,100 宇代 29 33,537 63,510 97,047 2,947
43 中祖 21 32,500 44,604 77,100 中祖 21 33,537 45,990 79,527 2,427
44 古市 30 32,500 63,720 96,200 古市 30 33,537 65,700 99,237 3,037
45 父原 26 32,500 55,224 87,700 父原 26 33,537 56,940 90,477 2,777
46 荘一 28 32,500 59,472 92,000 荘一 28 33,537 61,320 94,857 2,857
47 荘二 21 32,500 44,604 77,100 荘二 21 33,537 45,990 79,527 2,427
48 荘三 26 32,500 55,224 87,700 荘三 26 33,537 56,940 90,477 2,777
49 大江 17 32,500 36,108 68,600 大江 17 33,537 37,230 70,767 2,167
50 長山 60 32,500 127,440 160,000 長山 60 33,537 131,400 164,937 4,937
51 妙見寺 12 32,500 25,488 58,000 妙見寺 12 33,537 26,280 59,817 1,817
52 貴住 44 32,500 93,456 122,000 貴住 44 33,537 96,360 129,897 7,897
53 上野 23 32,500 48,852 81,400 上野 23 33,537 50,370 83,907 2,507
54 大平原 15 32,500 31,860 64,400 太平原 15 33,537 32,850 66,387 1,987
55 金屋谷 60 32,500 127,440 160,000 金屋谷 60 33,537 131,400 164,937 4,937
56 岩立 32 32,500 67,968 100,700 岩立 32 33,537 70,080 103,617 2,917
57 桝水高原 10 32,500 21,240 53,700 桝水高原 10 33,537 21,900 55,437 1,737
58 アイノピア 9 32,500 19,116 51,600 アイノピア 9 33,537 19,710 53,247 1,647
59 遊久の郷 2 32,500 4,248 36,700 遊久の郷 2 33,537 4,380 37,917 1,217
60 籠原 14 32,500 29,736 62,200 籠原 14 33,537 30,660 64,197 1,997
61 栃原 21 32,500 44,604 77,100 栃原 21 33,537 45,990 79,527 2,427
62 大滝 23 32,500 48,852 81,400 大滝 23 33,537 50,370 83,907 2,507
63 大坂 24 32,500 50,976 83,500 大坂 24 33,537 52,560 86,097 2,597
64 富江 25 32,500 53,100 85,800 富江 25 33,537 54,750 88,287 2,487
65 福永 9 32,500 19,116 51,600 福永 9 33,537 19,710 53,247 1,647
66 末鎌 6 32,500 12,744 45,200 末鎌 6 33,537 13,140 46,677 1,477
67 添谷 46 32,500 97,704 128,400 添谷 46 33,537 100,740 134,277 5,877
68 大内 26 32,500 55,224 87,724 大内 26 33,537 56,940 90,477 2,753

合計 1562 2,210,000 3,317,688 5,516,624 合計 1562 2,280,516 3,420,780 5,701,296 184,672

①Ｈ１７、１８、１９はそれぞれの制度・運用を継承し２０年度に見直す。
②ただし、1世帯あたりの単価は岸本町の例により３，６５０円とする。→交付金総額＝＠３，６５０円×世帯数
③３年（Ｈ１７，１８，１９）の間に集落（自治会）の認定についても調整する。

8



行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

単独補助事業に関すること 単独補助事業に関すること

4

補助事業の種類　（詳細は別紙一覧表のとおり） 補助事業の種類　（詳細は別紙一覧表のとおり）

①公共施設整備事業（ごみ集積所）

②公共施設整備事業（街灯整備）

③公共施設整備事業（公園施設）

④公共施設整備事業（集落公共用地）

⑤公共施設整備事業（公民館の整備拡充等） ⑤集会施設整備事業

⑥公共施設整備事業（公民館下水接続、福祉増強等）

⑦除雪機械購入事業

⑧除雪機械燃料費補助事業

⑨町道改良事業

⑩町道橋改良事業

⑪町道災害復旧事業

協議会提案事項

18 補助金、交付金等の取り扱いについて

小村　恵吾 土木建設事業建設水道部会 責任者 ワーキンググループ名 伊澤靖成責任者

各種事務事業の取扱い 備考

調整方法岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

いずれか一方の町にのみある補助制度は原
則として新町に引き継ぐものとし、両町に
同様な補助制度がある場合は、住民に有利
な制度を新町に引き継ぐ。ただし、岸本町
の町道橋改良事業補助金は廃止するものと
する。
(長大橋は、町の管理とする。)

　様々な事業に対して補助を行うことにより集落の負担
を軽減し、地域の環境及び公共施設整備の促進図ること
を目的とする。

　様々な事業に対して補助を行うことにより集落の負担
を軽減し、地域の環境及び公共施設整備の促進図ること
を目的とする。

　同じような内容の事業は岸本町の公共施
設整備事業（公民館の整備拡充等）と溝口
町の集会施設整備事業のみであり、岸本町
の事業の方が住民に有利である。

９



NO 分類 調整案

町単独補助事業調整一覧表

溝　　口　　町岸　　本　　町

公共施設整備事業（ごみ集積所）補助金 なし 岸本町の例による。

事業主体　部落

補助負担率　５割以内

１．対象事業は、新築、改造、修繕とする。

２．新築に係る対象事業費限度額は、１㎡当り70千円とする。

３．改造、修繕に係る対象事業費限度額については、

　　これを設けず、実費を対象事業費とする。

公共施設整備事業（街灯）補助金 なし 岸本町の例による。

事業主体　部落

補助負担率　１０割以内

１．新築に限る。 ２．対象事業費は１灯当り１５千円を限度とする。

補助負担率　５割以内

１．電球取り替えに限る ２．電球取替工賃は１件３千円を限度とする。

公共施設整備事業（公園施設）補助金 なし 岸本町の例による。

事業主体　部落

補助負担率　５割以内 対象事業　遊び場、公園造成、遊具、植栽等公園設備

１．対象事業費１０万円以上２５０万円以下

２．その他 （イ）面積200㎡以上とする。 （ロ）土地代を除く。

公共施設整備事業（集落公共用地）補助金 なし 岸本町の例による。

事業主体　部落

補助負担率　２割５分以内

１．補助対象地積２００㎡以上。

２．補助対象（用地取得額）１０万円以上５００万円以内。

３．単年度採択件数３件以内とする。

公共施設整備事業（公民館の整備拡充等）補助金 集会施設整備事業補助金 岸本町の例による。

公民館の整備拡充　事業主体　部落 ・集会所整備　200万円を上限に、総事業費の2分の1（対象事業100万円以上）

　（１）公民館の新築　補助負担率　６割以内 ・集会所改修　200万円を上限に、総事業費の2分の1（対象事業50万円以上）

国、県補助事業等を含む。 ・備品整備　　20万円を上限に、総事業費の3分の1（対象事業20万円以上）

　（２）公民館の増築、改修　補助負担率　５割以内

対象事業費50万円以上500万円以下。国、県補助事業等を含む。

公民館に準ずる施設　事業主体　部落

　（１）新築　補助率　４割以内

国、県補助事業等を含む。

　（２）増設、改修　補助率4割以内

対象事業費50万円以上500万円以下。国、県補助事業等を含む。

公共施設整備事業（その他公共施設）補助金 なし 岸本町の例による。

事業主体　部落

１．フェンス等

１．集落公共施設の下水道接続のための改修

２．集落公共施設の福祉機能の増強のための改修

除雪機械購入事業補助金 なし 岸本町の例による。

事業主体　部落 負担率　５割 対象事業費10万円以上100万円以内

土木
建設

土木
建設

土木
建設

7
土木
建設

6 補助負担率　５割以内

補助負担率　６割以内

3

4

5

土木
建設

土木
建設

土木
建設

1

2

補助ではなく、地元要望により、公益性の高いものについて直接町事業として
行っている。

１０



NO 分類 調整案

町単独補助事業調整一覧表

溝　　口　　町岸　　本　　町

なし 除雪機械燃料費補助事業補助金

町が貸与した除雪機械で集落内町道等の除雪に使用した燃料費について補助する。

町道改良事業補助金 なし

事業主体　部落（用地費、補償費、登記費用を除く）

１．対象事業は、新設、拡幅、舗装とする。

２．道路幅員４．０ｍ以上とする。

３．対象事業費１０万円以上２５０万円以内。

１．対象事業は、新設、拡幅、舗装とする。

２．道路幅員２．５ｍ以上とする。

３．対象事業費１０万円以上１５０万円以内。

町道橋改良事業補助金 なし 合併時に廃止する。

事業主体　部落 負担率　８割 （長大橋は、町の管理に移管する。）

１．長大橋、橋長１５．０ｍ以上を対象とする。

２．橋梁塗装事業対象事業費限度額を２５０万円とする。

●三和橋、真野橋、大泰神端、清水橋は町で管理する。

町道災害復旧事業補助金 なし 岸本町の例による。

事業主体　部落（1・2級町道及びそれに準ずる町道は町で管理する。）

１．国庫補助採択基準に、準ずる災害であること。

　（最大２４時間雨量８０mm以上、時間雨量２０mm以上、

　　最大風速１５ｍ以上、幅員２．０m以上）

２．復旧工事費１０万円以上。

３．国庫補助採択基準に拘らず集落と集落を結ぶ道路。

１．国庫補助採択基準以下の災害であること。

２．復旧工事費１０万円以上２００万円以内。

３．国庫補助採択基準に準ずる災害で復旧工事費

　　１０万円未満のもの。

8 溝口町の例による。

9

岸本町の例による。ただし、道路幅員2.5ｍ以上4m未満の道
路については、補助率を7割以内とする。

補助率　８割以内

補助率　６割以内

土木
建設

土木
建設

10

11

負担率　８割

負担率　６割

土木
建設

土木
建設

11



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

5

１．補助対象事業 １．補助対象事業
　①同和教育に関する調査研究及び実践 　①同和対策に関する調査研究及び実践
　②研修会及び講演会の開催 　②研修会及び講演会の開催及び派遣
　③資料の刊行及び啓発 　③資料の刊行及び啓発
　④関係機関団体との連携 　④関係機関団体との連携
　⑤その他、町長が必要と認めた事業 　⑤地域団体の育成と援助
２．補助金の額 予算で定める額 ２．補助金の額 予算で定める額
３．助成先 岸本町同和教育推進協議会 ３．助成先 溝口町同和対策推進協議会

全町民が、基本的人権を尊重するとともに、同和問題につい
ての正しい認識と理解を深め、不合理な部落差別を始めとす
るすべての差別を解消する活動に対して補助を行う。

協議会提案事項

岸本町同和教育推進協議会補助金 溝口町同和対策推進協議会補助金

　全町民が、基本的人権を尊重するとともに、同和問題につい
ての正しい認識と理解を深め、同和問題の早期解決と不合理な
部落差別を始めとするすべての差別を解消する活動に対して補
助を行い、積極的な活動の推進を図る。

　岸本町は「同和教育推進協議会」
　溝口町は「同和対策推進協議会」

　会の目的は両町とも同じであるので、
統合をはかるのが望ましい。

　今までの経緯や会の目的・構成等考え
て、引き続き活動運営に対する支援（補
助）は必要。

組織の調整終了後に補助額を定め
るものとする。

永見文夫 西村裕生同和人権対策事業住民環境部会 ワーキンググループ名

備考

調整方法岸　　本　　町

各種事務事業の取扱い  18補助金、交付金の取扱い

課題・問題点溝　　口　　町

１２



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

6 *補助対象としている、物件が異なる。

*補助率が異なる。

＊廃棄物の減量化対策

生ゴミ処理機の購入に対し、20,000円を上限として補助。 ＊ごみの減量化対策の一環として希望する住民にコンポストを配布。

補助率は4分の1以下 　個人負担金は、購入価格の1/5

(購入価格の５分の１で個人に販売）

年間20件または予算の範囲内

業者 町 住民

平成12年度新規事業

(実績） 平成１２年度 19基 （実績） 平成１２年度 201基

平成１３年度 15基 平成１３年度 19基

平成１４年度 11基 平成１４年度 29基

平成１５年度 9基 平成１５年度 １基

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

7

○チャイルドシート購入費助成 ○チャイルドシート貸出事業

支給対象者 貸出対象者

助成金の額 貸出期間

施行日 平成１２年１月１日から 貸出料金 無料

施行日 平成１２年１月１日から

Ｈ１５.１０.３現在  ２４６台のうち１００台貸し出し中

出産、出生届により住民票に記載された児童の
父又は母。ただし岸本町内に居住している者。

町内に住所を有し、幼児を乗車させて自動車を運
転する必要のある者

１０，０００円。ただし購入金額が１０，０００円を下
回る場合は購入金額の範囲内で支給する。

貸出を受ける幼児が生後４ヵ月から６歳未満まで
の期間取付け作業、返却時のクリーニング料金は
借主で行う

チャイルドシート購入費助成金 チャイルドシート貸出事業
・補助事業と貸出し事業であるため、補
助の方法を統一する必要がある。 溝口町の例によるものとし、合併

後３年を目処に新たに定める。
車での外出時に義務付けられたチャイルドシート購入に対し
助成を行うことで、子どもを産み育てやすい環境作りを促進
するすることを目的とする。

自動車乗車通の交通事故による幼児の被害の防止及び軽減を図
るとともに、チャイルドシート購入世帯の負担を軽減すること
により、子育て家庭のより一層の支援を行う ・既存のチャイルドシートをどのように

扱うか

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

山岡範泰

18　補助金、交付金等の取り扱い 各種事務事業の取扱い 備考

住民環境部会 永見文夫 ワーキンググループ名 保育事業

（購入） （売渡）

 生ゴミ処理機購入に対して補助を行い、生ゴミの減容化と再
資源化（肥料）を図り、焼却場の運営コストの削減と延命を
図る。

生ゴミ処理機購入補助金
合併後、岸本町の例をもと
に新たに定める。

＊現行のまま新町に引継
ぎ、平成17年度に、コンポ
ストについて補助要綱を定
める

生ゴミ処理糟（コンポスト）配布事業

住民環境部会 ワーキンググループ名

調整方法課題・問題点岸　　本　　町

各種事務事業の取扱い18 補助金、交付金等の取り扱い 備考

溝　　口　　町

協議会提案事項

永見文夫 野坂博文環境衛生関係事業

１３



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名

合併協定項目

連番

　 　 　
　大山ペンション村祭補助金 　該当なし ・岸本町のみで実施している。 ・岸本町の例により新町に引き継ぐ。
【目的】

　 　町の観光推進の観点に立って、大山ペンション村祭りの ・当面は岸本町の例により新町に
充実振興を図る。 　引き継ぎ、合併後３年以内に算
【内容等】 　定方法の見直しを行う。

　 ○期日 毎年６月上旬
8 ○場所 大山ペンション村

○主催 大山ペンション村祭り実行委員会
○参加者 ペンション宿泊者・町内外観光客
○内容 スィングジャズコンサート

　 大抽選会 人形劇
屋台（飲食・ｹﾞｰﾑ・ﾍﾟﾝｼｮﾝｺｰﾅｰ）
ジャンケンゲーム

○事業費 ６００，０００円
　事業費の１／２を大山ペンション村祭り実行委員会
　に補助する。

　※１５年度は、大山夏山開き祭と同じ日に開催し、
　　　　夜間から昼間に時間も拡大して２，０００名規模の祭
　　　　りとなった。

岸　　本　　町 溝　　口　　町

梅原　久義

１８　補助金、交付金の取扱い 各種事務事業の取扱い 　

課題・問題点

産業経済部会

調整方法

備考

協議会提案事項

観光事業 安達　広典責任者
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目  

連番

該当審議会なし

　水道事業の維持管理の円滑な運営を図るため、地方自治法

　（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定

　に基づき設置。

　町長の諮問に応じ、調査及び審議を行い、町長に建議する。

　岸本町水道事業運営審議会 ９人

　八郷地区簡易水道事業運営審議会 ８人

　委員は給水区域毎に選出し、町長が任命する。

（現在は給水区域区長の当職となっている。）

　任期２年　（現在は区長にお願いしているため１年交代）

　（水道施設の完備が進み、料金も統一化されたため、現在

　は、年に１回開催し、次年度の予算・事業についての説明

　をしている。）

諮問機関の取扱い

小村　恵吾 上水道事業（事務関係）建設水道部会 責任者 ワーキンググループ名

各種事務事業の取扱い

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

野口　泰彦責任者

備考

1

岸本町水道事業運営審議会

　合併時に廃止し、新たな諮問機関を設
置するものとする。

  　　案
　新町で１つの審議会に統合する。
  委員数２０名
        （岸本１０．溝口１０）
　平成１７年度より設置

協議会提案事項

（新町水道事業一元化を目的として、新
町の水道計画を審議するための新たな審
議会を設ける。）

・溝口町には、審議会が設置さ
れていない。

・県西部の市町村で審議会を設
置しているのは、岸本町のみで
ある。

調整方法
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

1

なし 合併時の借入額を新町に引き継ぐ。

未償還額財源内訳（予定表）

岸本町
溝口町

政府資金（郵貯）

122,600千円

1,042,258千円

ワーキンググループ名

3,244,738千円

問題
　合併時に持ち寄る基金の額

（１４年度普通会計決算統計数値） （１４年度普通会計決算統計数値）

市中銀行（山陰合同銀行） 1,647,812千円
市中銀行（山陰合同銀行・鳥取銀行・米子
信用金庫）

497,428千円

政府資金（簡易保険）  283,201千円 政府資金（簡易保険）

基金に関すること
 
特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は
定額の資金を運用することを目的とする。
基金の状況　　別紙のとおり。

地方債借入先現在高

政府資金（資金運用部） 1,063,908千円 政府資金（資金運用部）

地方債借入先現在高

協議会提案事項

1財政事務

岡田賢治 岡本健司財政事務の取扱い

各種事務事業の取扱い 備考

総務部会

合併時の基金残額を新町に引き継
ぐ。

新町に引き継ぐ基金は、別紙の金額
をガイドラインとし平成16年度事業
執行に伴う減額を再調整した額とす
る。

基金に関すること
 
特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は
定額の資金を運用することを目的とする。
基金の状況　　別紙のとおり。

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

25各種事務事業の取扱い

 9,800千円 政府資金（郵貯） 466,100千円

206,795千円 公営企業金融公庫 373,034千円

民間等資金（鳥取県市町村振興協会） 638,900千円 農林漁業金融公庫  11,184千円

県貸付金 429,464千円 県貸付金

   計 4,584,362千円    計 6,460,442千円

(185,811千円)

区分
平成16年度末
地方債現在高

平成17年度～36年度(20年間)

償還額合計
財源内訳

交付税算入額 特定財源合計 一般財源合計

756,165千円

その他金融機関（鳥取西部農協） 290,882千円

公営企業金融公庫

共済等

保険会社等 13,600千円

528,892千円

703,100千円

2,474,831 140,954

平成１５年度地方債償還額
（償還金のうち一般財源充当額）

平成１５年度地方債償還額
（償還金のうち一般財源充当額）(221,946千円)

2

（単位：千円）

2,615,664
6,857,018 7,389,389 5,137,248 184,664 2,067,477
4,721,984 5,231,449
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基金の状況調（岸本町） 基金の状況調（溝口町）

一般会計 （単位：千円） 一般会計 （単位：千円）

１４年度末 １５年度 １５年度 １５年度末 １６年度 １６年度 １６年度末 １４年度末 １５年度 １５年度 １５年度末 １６年度 １６年度 １６年度末
区　　　　　　分 基　金　の　名　称 備考 区　　　　　　分 基　金　の　名　称 備考

現 在 高 積 立 額 取 崩 額 現 在 高 積 立 額 取 崩 額 現 在 高 現 在 高 積 立 額 取 崩 額 現 在 高 積 立 額 取 崩 額 現 在 高

１ 財政調整 財政調整基金 300,480 26,384 26,864 300,000 150,000 150,000 １ 財政調整 財政調整基金 131,758 17,991 149,749 251 150,000

基金 基金

２ 減債基金 減債基金 341,000 7,306 333,694 183,694 150,000 ２ 減債基金 減債基金 111,693 38,094 149,787 213 150,000

積 積

３ その他の特 825,370 65,500 401,916 488,954 119,180 287,224 320,910 ３ その他の特 856,783 228,537 390,056 695,264 21,968 373,883 343,349

定目的基金 定目的基金

公共施設 公共施設

建設 建設

立 国際化の 人材育成基金 10,000 10,000 立 国際化の 人材育成基金 17,357 33 2,077 15,313 30 4,066 11,277

推進 推進

地域の基盤 公共施設等整備基金 458,700 219,105 239,595 139,595 100,000 地域の基盤 公共施設等建設基金 670,399 433 261,918 408,914 837 309,751 100,000

整備の推進 整備の推進

社会福祉の 地域福祉基金 630 630 630 社会福祉の 地域福祉基金 15,871 15,871

基 充実 基 充実

保健医療の 保健医療の

充実 充実

環境保全対 中山間ふるさと農村活性化基金 5,290 5,290 3,290 2,000 環境保全対 農業集落排水事業推進基金 115,838 60,656 49,000 127,494 18,430 54,280 91,644

金 策の推進 農業集落排水事業推進基金 160,780 13,500 74,700 99,580 47,700 57,280 90,000 金 策の推進

公共下水道事業推進基金 9,360 9,350 10 10

産業の振興 産業の振興

教育・文化・ 教育・文化・

ｽﾎﾟｰﾂ振興 ｽﾎﾟｰﾂ振興

その他 ふるさと創生基金 185,180 98,761 86,419 86,419 その他 特定農山村地域市町村活動基金 13,169 6,610 6,559 4,580 1,979

交通遺児基金 5,430 5,430 5,430 住宅新築資金等貸付事業償還基金 24,149 533 378 24,304 15 1,206 23,113

地域情報化推進基金 52,000 52,000 52,000 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ施設整備事業推進基金 166,882 54,202 112,680 2,656 115,336

合併支援事業基金 56,980 56,980

電源地域振興基金 4,500 4,500

定 ４ 土地開発 土地開発基金 50,224 50,224 定 ４ 土地開発 土地開発基金 21,942 42 21,984 42 22,026

額 基金 額 基金

運 ５ その他の 用品調達基金 500 500 500 運 ５ その他の 肉用牛導入特別型基金 6,492 6,492 6,492

用 定額運用 不燃ごみ袋購入基金 300 300 300 用 定額運用 用品調達基金 500 500

基 基金 基 基金

金 金

合　　　　計 1,517,874 91,884 486,310 1,123,448 119,180 620,918 621,710 合　　　　計 1,128,668 284,664 390,056 1,023,276 22,974 395,909 650,341

特別会計 （単位：千円） 特別会計 （単位：千円）

１４年度末 １５年度 １５年度 １５年度末 １６年度 １６年度 １６年度末 １４年度末 １５年度 １５年度 １５年度末 １６年度 １６年度 １６年度末
区　　　　　　分 基　金　の　名　称 備考 区　　　　　　分 基　金　の　名　称 備考

現 在 高 積 立 額 取 崩 額 現 在 高 積 立 額 取 崩 額 現 在 高 現 在 高 積 立 額 取 崩 額 現 在 高 積 立 額 取 崩 額 現 在 高

１ 財政調整 国民健康保険財政調整基金 46,103 2,028 48,131 20,000 68,131 １ 財政調整 国民健康保険財政調整基金 141,358 1 7,000 134,359 1 34,000 100,360

基金 基金

積 町営水道事業財政調整基金 ２ その他の特 簡易水道基金 13,006 7 13,013 6 13,019

立 定目的基金

基 ２ その他の特 丸山地区専用水道事業基金 15,000 11,901 3,099 3,000 3,099 3,000

金 定目的基金

小野地区専用水道事業基金 1,262 1,262

合　　　　計 61,103 2,028 11,901 51,230 24,262 3,099 72,393 合　　　　計 154,364 8 7,000 147,372 7 34,000 113,379

合併時に
廃止
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2004.4.23

普通会計償還予定表
(単位：千円)

岸本町
年度　(平成） １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 ３６年度

元金 427,184 535,895 487,496 488,613 528,709 404,089 378,534 339,232 327,500 310,607 270,295 256,216 218,888 193,817 117,803 78,008 74,971 57,563 57,593 52,886 42,634 19,190

利子 101,708 94,162 87,978 75,548 65,482 54,660 47,280 40,258 33,989 28,208 22,839 17,822 13,248 9,928 7,611 6,176 4,929 3,806 2,947 2,103 1,322 669

計　① 528,892 630,056 575,474 564,161 594,190 458,750 425,814 379,490 361,489 338,815 293,134 274,038 232,136 203,745 125,415 84,184 79,900 61,369 60,539 54,989 43,956 19,859

借入額 584,700 516,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度末未償還額 4,741,878 4,721,984 4,234,488 3,745,874 3,217,166 2,813,076 2,434,542 2,095,311 1,767,811 1,457,204 1,186,908 930,692 711,804 517,987 400,184 322,176 247,205 189,641 132,049 79,163 36,529 17,339

交付税算入額　② 300,546 264,644 210,344 183,277 184,794 197,062 194,082 172,199 167,658 157,722 156,069 150,421 139,666 122,256 87,624 67,793 63,707 58,665 55,422 49,818 38,288 17,964

特定財源　　　　③ 6,400 10,246 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 7,692 7,692 7,692 7,692 7,692 3,850 0 0 0 0 0 0 0

一般財源①－②－③ 221,946 355,166 351,038 366,792 395,304 247,596 217,640 193,199 179,739 173,401 129,373 115,925 84,778 73,797 33,941 16,391 16,193 2,704 5,117 5,171 5,668 1,895

交付税措置比率 56.8% 42.0% 36.6% 32.5% 31.1% 43.0% 45.6% 45.4% 46.4% 46.6% 53.2% 54.9% 60.2% 60.0% 69.9% 80.5% 79.7% 95.6% 91.5% 90.6% 87.1% 90.5%

溝口町
年度　(平成） １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 ３６年度

元金 638,962 777,112 729,278 712,261 809,759 758,417 651,386 641,024 571,013 400,540 386,836 335,013 270,770 131,750 85,731 78,554 70,208 62,623 50,176 45,690 34,808 16,018

利子 117,203 114,354 102,196 85,298 74,070 59,303 48,595 40,166 31,607 25,618 20,917 16,158 12,218 8,888 6,822 5,323 3,948 2,700 1,782 1,155 593 177

合計① 756,165 891,466 831,474 797,559 883,829 817,720 699,981 681,190 602,620 426,158 407,753 351,171 282,988 140,638 92,553 83,877 74,156 65,323 51,958 46,845 35,401 16,195

借入（予定）額 1,247,100 565,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度末未償還額 7,068,580 6,857,018 6,127,740 5,415,479 4,605,720 3,847,303 3,195,917 2,554,893 1,983,880 1,583,340 1,196,504 861,491 590,721 458,971 373,240 294,686 224,478 161,855 111,679 65,989 31,181 15,163

交付税算入額② 546,572 578,405 563,399 543,186 572,549 549,025 463,434 445,731 389,533 288,626 272,467 260,285 217,552 135,867 84,468 76,304 70,565 63,512 49,646 44,664 32,791 13,642

特定財源③ 23,782 15,867 15,658 27,485 26,385 26,385 25,139 22,944 20,701 16,267 800 800 800 500 200 200 200 200 0 0 0 0

一般財源①－②－③ 185,811 297,194 252,417 226,888 284,895 242,310 211,408 212,515 192,386 121,265 134,486 90,086 64,636 4,271 7,885 7,373 3,391 1,611 2,312 2,181 2,610 2,553

交付税措置比率 72.3% 64.9% 67.8% 68.1% 64.8% 67.1% 66.2% 65.4% 64.6% 67.7% 66.8% 74.1% 76.9% 96.6% 91.3% 91.0% 95.2% 97.2% 95.6% 95.3% 92.6% 84.2%
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

1

2

１　無線設備の周波数の一元化の必要があり、
　移行時期を明確にした移行計画書を合併後
　１年以内に中国総合通信局に提出するよう、
　条件づけられている。

総務部会

現行のまま新町に引き継ぐ

１合併後、速やかに遠隔装置（溝口
側の無線を本庁舎で操作する装置）
を整備し、運用する。

２周波数の一元化については、合併
後１年以内に移行時期及び機器更新
（デジタル化含む等）を検討し、そ
の移行計画書を総務省中国総合通信
局に提出する。

協議会提案事項

25-２消防防災関係事業

岡田賢治 松本雅樹消防防災関係事業

防災行政無線
・火災、自然災害発生時等の非常時に際し、確実に
防災情報を住民に伝達することを目的とする。
・町の連絡情報を円滑にし、住民福祉の増進、文化
の向上に資すため。

   　無線局の現況は別紙のとおり

岸　　本　　町

自主防災組織
 地震等の大規模災害が発生した場合、その地域に住
んでいる住民自らが率先して住民の救助、安否確
認、炊き出し等基礎的な災害対応を行えるよう、自
治会組織等を元に組織する。
１　自主防災組織
①自治会役員が自主防災組織を兼ねる。
②自治会長の下に独自の自主防災組織部門がある
③集落役員とは全く別の自主防災部門がる
上記のいずれかに該当すれば自主防災組織があるも
のとする。

２　活動内容
①防災知識の普及・・・地域の水利地図の作成
②防災点検・・・・・・消火栓等の点検
③防災訓練・・・・・・消火栓・消火器を使用し
　　　　　　　　　　　　た訓練
　　　　　　　　　　　救急講習（心肺蘇生法）
④災害対応・・・・・・大規模災害発生時に集落
　　　　　　　　　　　　内の安否確認、人命救助
　　　　　　　　　　　　等初動対応を行う
３　岸本町内組織数・・・２５集落

４　組織設置基準・・・・届出があったものを自主
　　　　　　　　　　　　防災組織としている。

１　自主防災組織の未設置集落の組織化を推進する必要
　がある。

自主防災組織
 地震等の大規模災害が発生した場合、その地域に住
んでいる住民自らが率先して住民の救助、安否確
認、炊き出し等基礎的な災害対応を行えるよう、自
治会組織等を元に組織する。
１　自主防災組織
　①自治会役員が自主防災組織を兼ねる。
　②自治会長の下に独自の自主防災組織部門がある
　③集落役員とは全く別の自主防災部門がる
上記のいずれかに該当すれば自主防災組織があるも
のとする。

２　活動内容
　①防災知識の普及・・・地域の水利地図の作成
　②防災点検・・・・・・消火栓等の点検
　③防災訓練・・・・・・消火栓・消火器を使用し
　　　　　　　　　　　　た訓練
　　　　　　　　　　　　救急講習（心肺蘇生法）
　④災害対応・・・・・・大規模災害発生時に集落
　　　　　　　　　　　　内の安否確認、人命救助
　　　　　　　　　　　　等初動対応を行う
３　溝口町内組織数・・・３９団体

４　組織設置基準・・・・届出があったものを自主
　　　　　　　　　　　　防災組織としている。

各種事務事業の取扱い25各種事務事業の取扱い 備考

溝　　口　　町 課題・問題点

防災行政無線
・火災、自然災害発生時等の非常時に際し、確実に
防災情報を住民に伝達することを目的とする。

   　無線局の現況は別紙のとおり

調整方法

現行のとおり新町に引き継ぐ。

合併後、自主防災組織の組織率の向
上を図られるよう指導する。
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

総務部会

協議会提案事項

25-２消防防災関係事業

岡田賢治 松本雅樹消防防災関係事業

岸　　本　　町

各種事務事業の取扱い25各種事務事業の取扱い 備考

溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

3

地域防災計画

住民の生命、身体および財産の保護と安全を図るた
め、岸本町における災害の防止および被害の軽減な
らびに災害復旧のための諸施策に関する基本的事項
を総合的に定め、もって防災活動の効果的な実施を
図る。
計画編・資料編を平成１１年３月に修正
 
計画の内容
１　災害予防計画
・消防計画・防災訓練計画・文化財災害予防計画等
２　災害応急対策計画
・配備及び動員計画・避難計画・水防計画
３　災害復旧計画
・公共施設災害復旧計画・公共事業に対する資金計
画・資金融資計画"
策定方法
１　原案を県防災危機管理課に協議する。
２　協議後の案を防災会議に提出する。
３　防災会議で承認後県防災危機管理課に提出

地域防災計画

住民の生命、身体および財産の保護と安全を図るた
め、岸本町における災害の防止および被害の軽減な
らびに災害復旧のための諸施策に関する基本的事項
を総合的に定め、もって防災活動の効果的な実施を
図る。

計画の内容
１　災害計画編
・災害予防計画・災害応急対策計画・災害復旧計画
等
２　震災対策編
・災害予防計画・災害応急対策計画・災害復旧計画
等
３　資料編
・災害予防計画・災害応急対策計画"
策定方法
１　原案を県防災危機管理課に協議する。
２　協議後の案を防災会議に提出する。
３　防災会議で承認後県防災危機管理課に提出。

計画の中での相違点がある。
（主なもの）
１　職員の参集基準が異なる。
・溝口町　震度４以上で全員参集
・岸本町　震度４以上で第１次配備体制

２　災害対策本部設置基準が異なる。
・溝口町　震度４で災害対策本部を設置
・岸本町　震度５弱で災害対策本部を設置

３　避難所を再指定する必要がある。

４　郡の違いにより、県の関係機関等の協力体制が異な
る。

　合併後、早急に計画を策定する。
ただし、合併時の暫定措置として、
次の点は一元化する。

１　職員の参集基準・体制は溝口町
の例による。

２　合併時の対策本部設置基準は、
溝口町の例による。

３　合併時、避難所は現行どおり新
町に引継ぐ。

４　関係機関等の協力体制は、郡の
所属をみて対応する。
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１  固定局の状況（防災行政無線） ３  運用

岸  本  町 溝  口  町 備      考 岸  本  町 溝  口  町 備      考

導入年度 平成５年度（平成６年度運用開始） 平成１２年度更新 運用 防災行政無線（行政連絡）の放送   防災行政無線は、６時・１２時・

防災行政無線の種類 防災行政用 防災行政用  ◎通常 時間 １８時にチャイム放送を実施

周波数 ６８．５８ＭＨｚ ６９．１６５ＭＨｚ 朝　　６時４０分 ※行政の連絡については、特に

親局設置位置 庁舎２階放送室 庁舎３階無線室 昼　１２時２０分 緊急を要するもののほかは、ＣＡＴ

遠隔操作卓設置数 庁舎１階宿直室　１台 庁舎１階宿直室　１台 夜　１９時４０分 Ｖを利用する。

鳥取西部農業協同組合岸本町支所　１台   基本的な考えとして、屋外は無線、

屋外拡声子局数 ５基 ２４基 内容 屋内はＣＡＴＶの音声告知とし、屋外

戸別受信機数 ２１５２台 40台 　町の連絡事項（情報）を住民に伝 の音声が聞こえない集落、世帯につ

達する。 いて、戸別受信機を設置。

２  移動局の状況（消防用無線）

岸  本  町 溝  口  町 備      考

導入年度 親局　　　平成５年度 親局  平成１２年度更新  ◎緊急時   火災の場合は緊急一括により   火災の場合は緊急一括により

車載局　 平成５年度 車載局 サイレン及び状況を放送する サイレン及び状況を放送する

  各車輌導入年度   地震の場合は震度４以上を覚   地震の場合は震度４以上を覚

携帯局　 平成５年度 携帯局 知した場合に放送する 知した場合に放送する

　   平成１０年度  １局

※運用開始は平成６年４月１日   平成１２年度  ７局 　水道管破損の非常時の放送を

  平成１４年度  １局 住民に周知する。

無線の種類 防災行政用 防災行政用

周波数 ４６６．６３７５ＭＨｚ １４９．６５MHｚ

基地局 配置先　　役場庁舎 配置先　　役場庁舎 ４　保守点検費用

親局設置位置 庁舎２階放送室 庁舎３階無線室 岸  本  町 溝  口  町 備      考

遠隔操作卓設置数 ２台 ２台 固定系 １５４，３５０円 １，０６２，０００円

（庁舎２階総務課、１階宿直室） （庁舎３階総務課、１階宿直室）

車載局 ６台 ７台 移動系 １４０，７００円

配備状況（すべて１０Ｗ出力） 配備状況（すべて５W出力）

　消防車１台    消防車　３台

   小型ポンプ積載車　１台

　公用車５台    公用車　２台

　グレーダー　１台

（別紙「防災行政無線一覧表（移 （別紙「防災行政無線一覧表（移

動系）」を参照） 動系）」を参照）

携帯局数 １０局 ８局

配備状況 配備状況

　　５Ｗ出力　３台 　　　５Ｗ出力　８台

（ぼうさいきしもと１０１～１０３） （みぞくち１０１～１０８）

　　１Ｗ出力　７台

（ぼうさいきしもと２０１～２０７）

（別紙「防災行政無線一覧表（移 （別紙「防災行政無線一覧表（移

動系）」を参照） 動系）」を参照）
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区分 免許番号 目的 呼出符号 有効期間 周波数 出力 配置先 区分 免許番号 目的 呼出符号 有効期間 周波数 出力 配置先

基地局 中基第５９８２号 防災行政用 ぼうさいきしもと H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ ５Ｗ 役場庁舎 基地局 中基第５９２４号 防災行政用 ぼうさいみぞくち H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 役場庁舎

陸上移動局 中移第５９０２０７号 防災行政用 ぼうさいきしもと１ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １０Ｗ 消防自動車 陸上移動局 中移第５９１７５号 防災行政用 みぞくち１ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 消防第１分団

陸上移動局 中移第５９０２０８号 防災行政用 ぼうさいきしもと２ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １０Ｗ 総務課（クラウン） 陸上移動局 中移第５９１７６号 防災行政用 みぞくち２ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 消防第２分団

陸上移動局 中移第５９０２０９号 防災行政用 ぼうさいきしもと３ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １０Ｗ 産業観光課（アクティー） 陸上移動局 中移第５９１７７号 防災行政用 みぞくち３ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 消防第３分団

陸上移動局 中移第５９０２１０号 防災行政用 ぼうさいきしもと４ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １０Ｗ 建設水道課（カリフォルニア） 陸上移動局 中移第５９６６９号 防災行政用 みぞくち４ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 消防本部分団

陸上移動局 中移第５９０２１１号 防災行政用 ぼうさいきしもと５ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １０Ｗ 建設水道課（ジムニー） 陸上移動局 中移第５９７２１号 防災行政用 みぞくち５ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 総務課（ジムニー）

陸上移動局 中移第５９０２１２号 防災行政用 ぼうさいきしもと６ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １０Ｗ 産業観光課（ディアス） 陸上移動局 中移第５９８２５号 防災行政用 みぞくち６ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 総務課（ハイエース）

陸上移動局 中移第５９０２１３号 防災行政用 ぼうさいきしもと１０１ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ ５Ｗ 総務課 陸上移動局 中移第５９９９８号 防災行政用 みぞくち７ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 土木課（グレーダ）

陸上移動局 中移第５９０２１４号 防災行政用 ぼうさいきしもと１０２ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ ５Ｗ 宿直室 陸上移動局 中移第５９８２６号 防災行政用 みぞくち１０１ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 副団長

陸上移動局 中移第５９０２１５号 防災行政用 ぼうさいきしもと１０３ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ ５Ｗ 建設水道課 陸上移動局 中移第５９８２７号 防災行政用 みぞくち１０２ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 第１分団長

陸上移動局 中移第５９０２１６号 防災行政用 ぼうさいきしもと２０１ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １Ｗ 消防第１分団 陸上移動局 中移第５９８２８号 防災行政用 みぞくち１０３ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 第２分団長

陸上移動局 中移第５９０２１７号 防災行政用 ぼうさいきしもと２０２ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １Ｗ 消防第２分団 陸上移動局 中移第５９８２９号 防災行政用 みぞくち１０４ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 第３分団長

陸上移動局 中移第５９０２１８号 防災行政用 ぼうさいきしもと２０３ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １Ｗ 消防第３分団 陸上移動局 中移第５９８３０号 防災行政用 みぞくち１０５ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 本部分団長

陸上移動局 中移第５９０２１９号 防災行政用 ぼうさいきしもと２０４ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １Ｗ 建設水道課 陸上移動局 中移第５９８３１号 防災行政用 みぞくち１０６ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 消防主任

陸上移動局 中移第５９０２２０号 防災行政用 ぼうさいきしもと２０５ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １Ｗ 建設水道課 陸上移動局 中移第１００１４６２３号 防災行政用 みぞくち１０７ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 団長

陸上移動局 中移第５９０２２１号 防災行政用 ぼうさいきしもと２０６ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １Ｗ 建設水道課 陸上移動局 中移第１００３４０６０号 防災行政用 みぞくち１０８ H18.5.31 １４９．６５ＭＨｚ ５Ｗ 総務課

陸上移動局 中移第５９０２２２号 防災行政用 ぼうさいきしもと２０７ H20.5.31 ４６６．６３７５ＭＨｚ １Ｗ 建設水道課

溝口町

防災行政無線一覧表（移動無線局）

車
載
局

携
帯
局

車
載
局

携
帯
局

岸本町
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区分 免許番号 目的 呼出符号 有効期間 周波数 出力 配置先 区分 免許番号 目的 呼出符号 有効期間 周波数 出力 配置先

固定局 中第４００１６号 防災行政用 ぼうさいきしもとちょう H19.11.30 ６８．５８ＭＨｚ １Ｗ 役場庁舎 固定局 中第３４４３４号 防災行政用 ぼうさいみぞくちちょう H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 役場庁舎

固定局 中第４００１７号 防災行政用 H19.11.30 ６８．５８ＭＨｚ ０．１Ｗ 八郷小学校グランド内 固定局 中固第２９０４号 防災行政用 ぼうさいまじ H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 間地

固定局 中第４００１８号 防災行政用 H19.11.30 ６８．５８ＭＨｚ ０．１Ｗ 丸山農村広場内 固定局 中固第２９０５号 防災行政用 ぼうさいにぶ H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 二部

固定局 中第４００１９号 防災行政用 H19.11.30 ６８．５８ＭＨｚ ０．１Ｗ 旧南公民館敷地内 固定局 中固第２９０６号 防災行政用 ぼうさいはたいけ H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 畑池

固定局 中第４００２０号 防災行政用 H19.11.30 ６８．５８ＭＨｚ ０．１Ｗ こしき保育所内 固定局 中固第２９０７号 防災行政用 ぼうさいごうばら H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 郷原

固定局 中固第２９０８号 防災行政用 ぼうさいふくおか H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 福岡

固定局 中固第２９０９号 防災行政用 ぼうさいやけすぎ H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 焼杉

固定局 中固第２９１０号 防災行政用 ぼうさいふくい H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 福居

固定局 中固第２９１１号 防災行政用 ぼうさいさんぶ H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 三部

固定局 中固第２９１２号 防災行政用 ぼうさいみやばら H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ ０．１Ｗ 宮原

固定局 中固第２９１３号 防災行政用 ぼうさいおおくら H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 大倉

固定局 中固第２９１４号 防災行政用 ぼうさいおおばら H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 大原

固定局 中固第２９１５号 防災行政用 ぼうさいしらみ H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 白水

固定局 中固第２９１６号 防災行政用 ぼうさいねうばら H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 根雨原

固定局 中固第２９１７号 防災行政用 ぼうさいふるいち H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ ０．１Ｗ 古市

固定局 中固第２９１８号 防災行政用 ぼうさいしょう H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ ０．１Ｗ 荘

固定局 中固第２９１９号 防災行政用 ぼうさいうえの H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ ０．１Ｗ 上野

固定局 中固第２９２０号 防災行政用 ぼいさいかなやだに H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ ５Ｗ 金屋谷

固定局 中固第２９２１号 防災行政用 ぼうさいますみず H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 桝水

固定局 中固第２９２２号 防災行政用 ぼうさいおおたき H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 大滝

固定局 中固第２９２３号 防災行政用 ぼうさいおおさか H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 大坂

固定局 中固第２９２４号 防災行政用 ぼうさいとみえ H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 富江

固定局 中固第２９２５号 防災行政用 ぼうさいそえだに H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 添谷

固定局 中固第２９２６号 防災行政用 ぼうさいすえがね H19.11.30 ６９．１６５ＭＨｚ １０Ｗ 末鎌

防災行政無線一覧表（固定無線局）

２３



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

1

2

調整方法

合併時に岸本町の例により一元化す
る。

・当面現行どおりとし、合併後に循
環バスの導入と併せ検討する

課題・問題点岸　　本　　町

・岸本町においては、７０歳以上の高齢者及び障害者につ
いて岸本町内線（循環バス）の運賃が無料となっている
・溝口町も岸本町と同様の循環バスを導入した場合は、回
数券交付が不要となる可能性があるため、循環バス導入と
併せた検討が必要となる。

　溝口町社会福祉協議会所有のマイクロバスを町所有車輌
とすることを前提とした場合、マイクロバス管理規程及び
使用に関する規程を統一する必要がある。

２５各種事務事業の取扱い

溝　　口　　町

過疎バス路線維持対策事業
過疎バス対策の一環として，高齢者に対し最寄
りのバス停から溝口までのバス回数乗車券を交
付し、路線バスの維持と高齢者の福祉の増進を
図る
70歳以上の高齢者を対象に､溝口を起点とし住所
地付近までのバス回数券を交付する。各公民館
等で申請者に対し即日交付する。
・１人当り年間２２枚交付

マイクロバス管理事業
　町民の福祉を増進するための福祉バス（マイ
クロバス）の適正な管理と効率的な運営を図
る。
１．マイクロバス購入年月日：平成３年３月２
７日（１３年経過）
２．乗車定員　２９人（運転手含む）
３．マイクロバス委譲年月日：平成１３年４月
１日に社協より譲渡
４．運転手委託先：岸本町シルバー人材セン
ター（１時間1,166円）
５．マイクロバスを使用できる団体
(1)高齢者の健康の増進、教養の向上、社会的活
動への参加及びレクリエーション等、高齢者福
祉の目的にそった行事に利用する場合。
(2)町内の高齢者（老人クラブ等）が町内外の公
的行事に参加する場合。
(3)ボランティア団体等が、その目的の達成のた
めに行う事業に参加する場合。
(4)国、県及び町などが主催する、研修会及び大
会に参加する場合。
(5)国、県等他の公共団体からの使用申請があっ
た場合。
５．使用料は無料

マイクロバス管理事業
溝口町はマイクロバスは所有していない。
 
(参考）社会福祉協議会所有マイクロバス　１台
      乗車定員　４３名(運転手含む）

該当事業なし

総務部会

協議会提案事項

25-3公共交通事業

岡田賢治 井澤宏和公共交通事業

備考

ワーキンググループ名

各種事務事業の取扱い

２４



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協議項目

連番

1

2 該当事務なし

   CATV運営に係る使用料の徴収事務

H1５実績
多チャンネル放送 加入世帯数 1,524世帯

基本チャンネル  1,524世帯/1,000円
多チャンネル  1,087世帯
（加入台数1,175台/500円）

基本放送 徴収額 25,008千円
賦課システム 鳥取県情報センター
収納システム 鳥取県情報センター
毎月賦課、徴収

全期前納報奨金　３％
徴収方法 納税組合利用

徴収手数料　３％
（新規加入負担金）
基本放送新規加入14世帯/20,000円
多ﾁｬﾝﾈﾙ加入5世帯（5台:内訳2台/貸与 3台/25,000円）
※多ﾁｬﾝﾈﾙ加入25,000円は業者納付

ＣＡＴＶ使用料及び徴収事務
１徴収業務の効率化を図るため、口座振替制度の推進が必
要。
２徴収を毎月行うか検討が必要

２全期前納報奨金を交付するか検討が必要

３徴収手数料を支払うか検討が必要
（溝口エリア→新町徴収）
（岸本エリア→中海テレビ放送徴収）

4月に全期前納分と各月徴収
分の4･5月分を送付

現行制度をもとに次のとおりとす
る。

１全期前納報奨金は合併時に廃止す
る。

２徴収手数料は当面現行のとおりと
し、合併後廃止を検討する。
（町税・水道・下水道と同様の扱い
とする）

３使用料の徴収は、２ヶ月に１回の
徴収とする。ただし、住民の負担が
集中しないよう調整を図る。

４使用料（利用料）に差があるた
め、岸本町エリアについては、多
チャンネル加入世帯１世帯当り月額
1,000円を5年間補助しながら、合併
後5年を目途に統一を図る。
（補助に必要な経費は、岸本町が基
金として新町に引き継ぐ。）

ケーブルテレビ事業

  一部地域は平成15年度、中海ﾃﾚﾋﾞ放送が整
備、残地域を16年度に岸本町が整備し、中海ﾃﾚ
ﾋﾞ放送に貸付け、合併時には岸本町全域が中海ﾃ
ﾚﾋﾞ放送ｻｰﾋﾞｽ提供エリアとなる予定。

①平成15年度整備地域については、中海テレビ
放送がエリア拡張を行っているため、施設の保
守管理等、町が負担する費用は発生しない。

②平成16年度整備予定の残りの地域について
は、町が整備し、中海ﾃﾚﾋﾞ放送に貸付けるた
め、伝送路等の保守管理業務が発生する。

ケーブルテレビ事業

　平成9年度から全域直営にてCATVを運営中。平
成15、16年度整備により、インターネットサー
ビスの開始を予定。

①放送施設の保守管理業務（伝送路・送受信設
備・受信点設備等）

②音声告知放送器の保守及び管理

③公共ネットワーク（公共施設間イントラネッ
ト）の保守及び管理

④放送及び番組使用料の賦課・徴収業務

⑤自主放送番組の提供

①現在、溝口町が行っている自主放送番組を、新町全域に
配信するため、技術的な調整が必要。

②溝口町地内は自治体直接運営、岸本町地内は自治体設置
のうえ民間企業貸与（公設民営）であるが、条例、会計に
ついては、新町での一元化が必要

③合併時においては、新町内でｻｰﾋﾞｽ内容及び料金が異なる
ため、最終的には一元化が必要。

当面、現行のとおり新町に引き継ぐ

○当面、従来から旧町で進めてきた
運営方式を引き継ぎ、二元化による
運営方式とする。次回機械設備更新
時に運営方法を検討する。
○行政情報サービスの一元化を図る
ため、自主製作番組を新町全域で放
送する。なお、実施のために必要な
設備の整備については、合併時まで
に行う。
○条例、予算（特別会計）について
は、一元化を行い、岸本町地内は中
海ﾃﾚﾋﾞ放送、溝口町地内は溝口有線
ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送のサービスが現状のま
ま運用できるよう調整をする。

調整方法

２５各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い 25-8 情報通信事業 備考

㈱中海ﾃﾚﾋﾞ放送が、加入世帯に対し、徴収を行
う。

協議会提案事項

企画部会 杉原良仁 情報通信事業 一橋志郎

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

2,940円

525円

　（基本放送を含む。2台目以降、1台につき
   1,050円追加。）

（多ﾁｬﾝﾈﾙを1年間利用後、希望者のみ変更
  可能。）

6月に各月徴収分の6月以降分
を送付

２５



 

 新町全域へのコミュニティチャンネル（自主放送番組）放送の仕組み

溝口町から中海テレビへ

中海テレビから岸本エリアへ 岸本町役場

   新町のコミュニティチャンネルとして、溝口町の行っている自主放送番組を、従来どおり溝口町エリア
内へ配信するとともに、鳥取情報ﾊｲｳｪｲを利用し、溝口町ＣＡＴＶ局から中海テレビ放送を経由し岸本エ
リア内へも配信する。

  従来どおり溝口町ＣＡＴＶ局から溝

口エリア内に自主放送番組を配信し、
併せて岸本エリア向けとして、中海ﾃ
ﾚﾋﾞ放送にも配信する。

溝口町ＣＡＴＶ局で制作した自主
放送番組を、中海テレビ放送を経
由し、岸本エリア内に配信

CCO

MCT

溝口町CATV局

鳥取情報ハイウェイ

中海ﾃﾚビ放送局

1/1 ページｽﾗｲﾄﾞ ﾀｲﾄﾙなし

2004/06/15file://¥¥Ws0209-313831¥合併協議会共有¥市町村合併関係¥専門部会¥現況調書¥提出受付¥企画部会¥16.4.14  catv関連¥作業（自主放送配信図）¥自主放送配信図ｊｐｇ.files¥slide0001.htm

溝口町

加入金

加入時工事費

多チャンネル用ホームターミ
ナル料金

２５，０００円／台（１台は無償貸
与）

利用料
基本放送　　１，０００円／月
多ﾁｬﾝﾈﾙ　　　　５００円／月・台

チャンネル数
基本放送　　　　　　　１０ｃｈ
多ﾁｬﾝﾈﾙ　　　　　　　１２ｃｈ

有料チャンネル
３ｃｈ
（WOWWOW・ｸﾞﾘｰﾝﾁｬﾝﾈﾙ・衛星
劇場）

自主放送による行政・生活情
報提供

毎日2本以上ﾆｭｰｽを放送。（文字
放送と共に30分以上。）

30Mbps
16.2Mbps
8.1Mbps
96Kbps

6,825円
5,754円
5,439円
3,444円

ＶＯＩＰ（インターネット電話）
１６年度開始予定
（県内における他のCATV局との
連携も検討中）

サービス内容等比較

（株）中海テレビ放送

６３，０００円
（当初は２１，０００～４０，９５０円）

３０，４５０円～
（当初は１９，９５０円分町が実
施。）

平成１６年開始予定
（県内における他のCATV局との連
携も検討中）

月々利用料にレンタル料を含む

基本放送            ５２５円／月（１
　　年間多チャンネル利用後、希
　　望者のみ変更可能）
多ﾁｬﾝﾈﾙ        ２，９４０円／月
　　（２台目以降は１，０５０円／台
　　追加）

基本放送　　　　　８ｃｈ＋自主放送
ｃｈ　　　　　　　　　　　多ﾁｬﾝﾈﾙ
３１ｃｈ

４ｃｈ
（WOWWOW・ｸﾞﾘｰﾝﾁｬﾝﾈﾙ・衛星劇
場・ｽﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ）

インターネット １６年度開始予定

中海ﾃﾚﾋﾞ放送が岸本町専用チャン
ネルを1チャンネル用意

ﾃﾚﾋﾞも加入なら1,050円引
ﾃﾚﾋﾞ同時加入なら工事費等無料

２０，０００円
（引込工事等含む）
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　　平成１７年度有線ﾃﾚﾋﾞ特別会計予算見込 （単位：千円）

金額 内容 金額 内容

90 運営委員9名/番組審議会10名（支給9名）：5,000円/名

加入負担金 160 加入負担金 加入者1名につき20,000円 0 納付組織報償金、個人全期全納報償金

公共移転負担金 1,260 公共事業に伴う移転工事補償 100 職員一般旅費（取材は除く）

有線ﾃﾚﾋﾞ使用料 25,087 消耗品費 350 一般消耗品

燃料費 206 公用車燃料費（取材車１台、中継車１台）※H15実績×増加率

有料放送取扱手数料 158 600円×22件×12月    WOWOW１加入者当り600円手数料収納 食糧費 10

印刷製本費 376 番組予定表作成   ※世帯数4,000にて試算 

一般会計繰入金 54,033 特別交付税措置20,000千円 光熱水費 1,950 架線電源供給機（67台×1,165円×12月）及び局舎電気料

修繕料 1,000 一般修繕（取材機器・車輌及び編集機器等修繕）

通信運搬費 90 CATV局舎電話代

手数料 10 公用車車検手数料6,510円/使用料郵便振替手数料120円×30件

保険料 1,061 架線設備：684,736円/取材機器：256,460円/公用車自賠責36,410円、任意保険42,620円、32,410円

施設保守 3,406 ｾﾝﾀｰ設備保守（編集機器、送出機器等）

電算委託 150 使用料徴収ｼｽﾃﾑ（鳥取県情報センター）

番組制作 57,750 自主放送番組制作委託料       H15実績  ﾆｭｰｽ651本  制作番組157本  42,000千円（税込）

土地借上 387 自営柱敷地借上料 387本×1,000円

機材借上 115

共架柱 2,740 中国電力：1,260円×1,662本/NTT：1,260円×520本/JR：2,000円×２箇所（税込）

番組使用料 4,458 多ﾁｬﾝﾈﾙ及び有料放送再送信費用（BS除く）

6,411 架線移転工事費（共架柱支障移転、公共事業支障移転、加入脱退移転工事）

38 公用車自動車重量税（車検時/毎年）

80,698 80,698

15,120 通信運搬費1,200,000円×1.05×12月（16Mb/sの場合）

有線ﾃﾚﾋﾞ使用料 33,600 700世帯×4,000円（平均）×12月＝33,600,000円 委託料 ﾘﾓｰﾄ監視：1,856千円（初期費用2,800千円要）、ﾘﾓｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ：2,500千円、機器障害保守3,729千円、

施設保守委託料 10,416 ｺｰﾙｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）業務：1,835千円（700世帯まで）  計9,920千円×1.05＝10,416千円

使用料及び賃借料 8,064 ｹｰﾌﾞﾙﾓﾃﾞﾑﾘｰｽ  672,000円×12月×1.05（500台,60ｶ月ﾘｰｽの場合／初期工事：20,000円/台別途必要）

33,600 33,600

556 光熱費1,029円×電源供給器45台×12月

架線使用料 8,352 架線設備貸出しに伴なう使用料収入 696,000×12月 役務費 600 架線設備損害保険料

委託料 8,715 施設保守委託料：架線障害等確認業務（中海テレビ放送）

一般会計繰入金 8,026 使用料及び賃借料

共架柱 3,024 中国電力1,260円1,440本／NTT1,260円×960本

自営柱敷地料 141 自営柱敷地借上料 141本×1,000円

ﾁｬﾝﾈﾙ借上料 1,200 自主放送配信ﾁｬﾝﾈﾙ借上300,000円×12月

工事請負費 2,142 中電、NTT共架柱支障移転工事費

16,378 16,378

起債償還 10,492 普通交付税措置額6,371 10,492

141,168 （うち一般会計繰入金72,551普通交付税6,371　特別交付税20,000） 141,168

平成１７年度一般会計予算見込 （単位：千円）

金額 備考 金額 備考
5,786 3,793 通信運搬費：業務用上位回線使用料（役場庁舎内及び出先機関に係るｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等の回線使用料）

ｾﾝﾀｰ設備 監視 1,286 公共ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ設備監視（ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ、ﾘﾓｰﾄ監視）
端末機 保守 707 公共ﾈｯﾄﾜｰｸ端末機 保守  （ｳｨﾙｽﾊﾞｽﾀｰ、ｺﾝﾃﾝﾂﾌｨﾙﾀｰ更新）

人件費 一般会計繰入金 22,577 職員人件費 22,577 課長、係長、主事　計３名分
特会繰出金 72,551 普通交付税6,371　特別交付税20,000 繰出金 72,551 ＣＡＴＶ特別会計
起債償還 56,389 普通交付税措置額39,472 公債費 56,389

157,303 交付税措置額　計　65,843 157,303

ＣＡＴＶ関連事業（経常経費）一般財源額 91,460 交付税措置額を差し引いた額

合計

歳入 歳出

費目 費目

需用費分担金及び負担金

歳入合計

旅費

費目

一般財源
一般財源
合計

報酬

報償費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

公共ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ事業

一般財源 役務費
委託料

岸
本
町
C
A
T
V
事
業

（
経
常
分

）

   計   計

溝
口
町
ｲ
ﾝ

ﾀｰ

ﾈ
ｯ
ﾄ
事

業

使用料及び手数料

繰入金

計 計

役務費

溝
口
町
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
事
業

分担金及び負担金

基本放送：1000円/多ﾁｬﾝﾈﾙ：500円/         ※H16、3月末現在
有料放送：ｸﾞﾘｰﾝ800円/衛星劇場1,890円（WOWOW除く）

使用料及び手数料

雑収入

繰入金

費目

計

工事請負費

租税公課

計

歳入 歳出

繰入金(一般会計繰入金) 公債費

歳出合計
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

　特別医療費助成 　特別医療費助成 〇合併時に一元化する。
【目的】 【目的】
　身体障害者その他特に医療費の助成を必要とする者の医療費につ 　身体障害者その他特に医療費の助成を必要とする者の医療費につ ○県の補助対象のとおり一元化する。
いて助成することにより、これらの者の健康の保持及び生活の安定 いて助成することにより、これらの者の健康の保持及び生活の安定
を図り、もってその福祉を増進する。 を図り、もってその福祉を増進する。 ・重度心身障害者の受給者証有効期間が異なる。
【内容等】 【内容等】    （保険証の変更がないか確認のため）
対象者・自己負担金 対象者・自己負担金    ・岸本町…毎年７月１日に更新
・重度心身障害者…１、２級身体障害者手帳・療育手帳（Ａ判定）所持者 ・重度心身障害者…１、２級身体障害者手帳・療育手帳（Ａ判定）所持者    ・溝口町…３年に１度７月１日に更新

（一部負担金等なし） （一部負担金等なし） 就学前、一人親、精神障害は同じ ○受給者証の有効期限は溝口町の例による。
・乳幼児医療費…４歳未満の者（入院・通院）４歳～就学前（入院） ・乳幼児医療費…４歳未満の者（入院・通院）４歳～就学前（入院）

1 （入院  1,200円   通院  530円） （入院  1,200円   通院  530円）
・児童特定疾患…２０歳未満の慢性腎疾患・喘息・慢性心疾患・膠原病・ ・児童特定疾患…２０歳未満の慢性腎疾患・喘息・慢性心疾患・膠原病・

                神経・筋疾患患者（通院又は１ヶ月未満の入院）                 神経・筋疾患患者（通院又は１ヶ月未満の入院）

                      ・１８歳以上の先天性代謝異常患者（８疾病）                       ・１８歳以上の先天性代謝異常患者（８疾病）

                      ・１８歳以上２０歳未満の内分泌疾患、糖尿病、先天性代謝異常                       ・１８歳以上２０歳未満の内分泌疾患、糖尿病、先天性代謝異常

               （上記８疾病を除く）患者及び１ヶ月以上の入院を要する                （上記８疾病を除く）患者及び１ヶ月以上の入院を要する

                神経・筋疾患患者（小児慢性特定疾患治療研究対策事業                 神経・筋疾患患者（小児慢性特定疾患治療研究対策事業

                対象疾病）                 対象疾病）

                （入院  1,200円   通院  530円）                 （入院  1,200円   通院  530円）

・ひとり親家庭…１８歳の年度末までの児童及びその父母で所得税非課税世帯 ・ひとり親家庭…１８歳の年度末までの児童及びその父母で所得税非課税世帯

               （入院  1,200円   通院  530円）                （入院  1,200円   通院  530円）

・精神障害者…１級精神保健福祉手帳の所持者（一部負担金なし） ・精神障害者…１級精神保健福祉手帳の所持者（一部負担金なし）

・４歳～就学前（単独）…通院費530円

　町医療費助成 　心身障害者医療費助成、母子・父子家庭医療費助成 ○助成対象者が異なる 〇合併時に一元化する。
【目的】 【目的】 岸本町身障3～5級 ・溝口町身障3～4級

岸本町老人医療は対象外 ○ 合併までに調整し、新たに定める。
溝口町老人医療も対象 基本事項は別紙のとおり
岸本町母子家庭のみ(所得制限有り) ○
溝口町母子、父子家庭(所得制限なし)

【対象者】 【対象者】 ○助成対象額の算定方法が異なる。
・身体障害者手帳３～５級・療育手帳Ｂ・精神保健福祉手帳２級所持者。 ・身体障害者手帳３級、４級・療育手帳（Ｂ判定）を持って 別紙参照 ○
  母子家庭。   いる方。精神障害者・母子父子家庭の方
【助成額】 助成額

2 ○身体障害者手帳３～５級（身体障害者） ○身体障害者手帳３級 ○
・医療費の個人負担分から一部負担金を除いた額の５０％ ６５歳未満…支払額より老人医療の一部負担金相当額を差し引いた額の９０％

※食事料・歯科診療は助成対象外 ６５歳以上…入院時の食事代の９０％（老人医療のため）

○身体障害者手帳４級

○療育手帳Ｂ判定（軽度知的障害者） ７０歳未満…支払額より老人医療の一部負担金相当額を差し引いた額の８５％

・医療費の個人負担分を全額助成 ７０歳以上…入院時の食事代の８５％（老人医療のため）

※　音声機能障害・言語機能障害・下肢障害の一部の方は６５歳から老人医療。

○精神障害者保健福祉手帳２級（精神障害者） ○療育手帳（Ｂ判定）

・個人負担分から一部負担金（入院時に限る）を除いた額 ７０歳未満…支払額より老人医療の一部負担金相当額を差し引いた額の９０％

※通院医療費のみの場合、一部負担はなし ７０歳以上…入院時の食事代の９０％（老人医療のため）

○精神障害者（医療費）　…　支払額

○母子家庭 ○精神障害者（通院費）　…　通院実費（公共交通機関（バス・電車））の２分の１

個人負担分から一部負担金を除いた額
≪別紙のとおり≫

・溝口町では町単独の事業として４歳～就学前
の通院医療費助成を行っているが、合併した後
も引き続き行うのか。

○特別医療の制度は県の補助対象のとおりとす
る。溝口町単独実施の4歳～就学前(通院)は町医
療費助成で対象拡大する。

  母子家庭その他特に医療費の助成を必要とする方に、医療費を助成す
ることで、健康の保持及び生活の安定を図り、もってその福祉を増進す
ることを目的とする。

心身障害者の医療費並びに清新障害者の医療費及び通院に要する経費を
助成することにより、これらの者の健康保持及び福祉の増進を図る。

母子父子家庭の医療費を助成することにより、母子父子及びその家族の
健康の保持並びに生活の安定を図り、もって母子父子家庭の福祉を増進
する

特別医療制度では、平成15年10月1日から
入院の食事料が補助対象外となった。
町医療費助成も食事料は除外すべきであ
る。

対象者、助成基準とも異なるので新たに制
度を作る必要がある。

溝口町特別医療費助成で単独実施の4歳～
就学前(通院)を町医療費助成で拡大する。

○母子・父子家庭 … 健康保険等の自己負担金から老人保健法の一部
  負担金に相当する額を控除した額を助成。入院の場合は食事療養費
  も対象。

※14年度  110件 437千円

岸　　本　　町

２５　各種事務事業の取扱い

保健福祉部会

溝　　口　　町

ワーキンググループ名

各種事務事業の取扱い

細　田　　　栄責任者

協議会提案事項

森谷　征史医療費助成 責任者

調整方法課題・問題点

備考２５－１４　医療費助成

２８



空白ページ

２９



町医療費助成事業調整案 Ｈ１６・５・２５

区　　　分

身体障害者 対象者 身体障害者手帳3～5級 対象者 身体障害者手帳3～4級 対象者 身体障害者手帳3～5級

老人医療受給者除く 老人医療受給者含む 老人医療受給者・生活保護除く

一部負担金 入院1,200円/日・通院５３０円/回 一部負担金 65歳未満、医療費の1割を負担 一部負担金 入院1,200円/日・通院５３０円/回

通院は月4回まで自己負担 65歳以上、老人医療費一部負担金 通院は月4回まで自己負担

入院食事料 対象外(住民税非課税世帯は対象) 助成額(3級) 65歳未満、一部負担を除く90%助成 入院食事料 助成対象外

助成額 助成対象額の50% 入院食事料 65歳以上、入院食事料の90%助成（住民税非課税世帯のみ対象） 助成額 助成対象額の50%

助成額(4級) 70歳未満、一部負担を除く85%助成

入院食事料 70歳以上、入院食事料の85%助成（住民税非課税世帯のみ対象）

診療科目 歯科を除く 診療科目 制限なし 診療科目 制限なし

知的障害者 対象者 療育手帳　B 対象者 療育手帳　B 対象者 療育手帳　B

老人医療受給者除く 老人医療受給者含む 老人医療受給者・生活保護除く

一部負担金 なし 一部負担金 70歳未満、医療費の1割を負担 一部負担金 入院1,200円/日・通院５３０円/回、通院は月4回まで自己負担

助成額 助成対象額の100% 助成額 70歳以上、老人医療費一部負担金 助成額 助成対象額の50%

70歳未満、一部負担を除く90%助成

入院食事料 対象外(住民税非課税世帯は対象) 入院食事料 70歳以上、入院食事料の90%助成（住民税非課税世帯のみ対象） 入院食事料 助成対象外

診療科目 制限なし 診療科目 制限なし 診療科目 制限なし

精神障害者 対象者 精神保健福祉手帳　2級 対象者 精神保健法第32条該当者 対象者 精神保健福祉手帳　2級及び精神保健法第32条該当者

老人医療受給者除く 老人医療受給者含む 老人医療受給者・生活保護除く

一部負担金 入院1,200円/日・通院なし 一部負担金 入院は全額自己負担（助成対象外） 一部負担金 入院1,200円/日・通院５３０円/回

入院食事料 対象外(住民税非課税世帯は対象) 通院は自己負担なし 通院は月4回まで自己負担

助成額 助成対象額の100% 助成額 通院医療費自己負担の100％ 交通費・食事料 助成対象外

通院実費(バス、電車)の50% 助成額 助成対象額の50%

診療科目 入院制限なし・通院は当該医療のみ 診療科目 制限なし 診療科目 制限なし

母子・父子 対象者 20歳未満の母子家庭(児童、母) 対象者 20歳未満の母子、父子家庭の児童、扶養義務者、同居の親族 対象者 20歳未満の母子、父子家庭の児童、扶養義務者

家庭 児童扶養手当の所得制限以下 所得制限なし 児童扶養手当の所得制限以下

一部負担金 入院1,200円/日・通院５３０円/回、通院は月4回まで自己負担 一部負担金 医療費の1割を負担 一部負担金 入院1,200円/日・通院５３０円/回、通院は月4回まで自己負担

入院食事料 対象外(住民税非課税世帯は対象) 入院食事料 一部負担を除く100%助成（住民税非課税世帯のみ対象） 入院食事料 助成対象外

助成額 助成対象額の100% 助成額 助成対象額の100% 助成額 助成対象額の50%

診療科目 制限なし 診療科目 制限なし 診療科目 制限なし

4歳～就学前 制度なし 対象者 4歳～就学前(通院のみ) 対象者 4歳～就学前(通院のみ)

(通院のみ) 一部負担金 通院５３０円/回、1月当り4回まで 一部負担金 通院５３０円/回、1月当り4回まで

溝口町特別 助成額 助成対象額の100% 助成額 助成対象額の100%

医療拡大分 診療科目 制限なし 診療科目 制限なし

岸本町現行制度 溝口町現行制度 調　　整　　案

３０



1/1

行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

　健康診査（基本健診） 　健康診査（基本健診） ○実施方法に差がある。岸本－中央一括　 合併時に一元化すものとする。
【目的】 【目的】 　　　　　　　　　　　溝口－集落巡回　　　

　老人保健事業を充実させることにより保健活動の主軸である「ねた ○セット健診の項目が異なる。岸本－基本・胃
血液・心電図・尿検査等の検査を行う。 きりぜロの町づくり」を推進することを目的に実施する。 　子宮・乳・骨量　　溝口－基本・胃がん

○実施方法は旧町方式でそれぞれ行なう。
実施する。 【内容等】 　　　　岸本－６００円　　溝口－無料
【内容等】 ○対象者 ２０歳以上の町内在住者 平成14年度受診数782人 ○未受診者への周知　岸本－個人通知　 ○基本健診の自己負担は新町でも無料とする
○対象者 ２０歳以上の町内在住者 平成14年度受診数１，２８３人 ○実施回数 年１０.5日 一日平均受診数50人 ○日曜日の補足健診を行なう
○実施回数 年１０日（内８日は総合健診）一日平均受診数１５０人 ○検査機関 鳥取県保健事業団に委託  １件６，３００円 ○両町とも基本健診の自己負担は無料 ○各種検診の自己負担金(案)は別紙のとおり
○検査機関 鳥取県保健事業団に委託  １件６，３００円 ○検査項目 ○保健師等の臨時雇用賃金は、別途検討済。
○検査項目  身体測定、尿検査、血圧測定、心電図検査、血液生化学検査
 身体測定、尿検査、血圧測定、心電図検査、血液生化学検査 医師診察　　　　

1 医師診察　　　　肝炎ウィルス 医師が必要と認めた場合は眼底検査、血糖値など国が定めた項目
医師が必要と認めた場合は眼底検査、血糖値など国が定めた項目 生活指導・栄養指導
生活指導・栄養指導 ○実施場所  町内33会場

○実施場所  総合健診時は保健福祉センター基本健診のみは町内４会場 ○スタッフ　保健事業団　　
○スタッフ　保健事業団　　 総合健診時
総合健診時 町（保健師３名、栄養士１名、事務職員２～３） い上げ看護師２人

臨時雇用（保健師または看護師３、栄養士１、事務職２～３） 臨時雇用（保健師または看護師３、栄養士２）
保健委員７～１０名 ○賃金　保健師６，５５０円

○賃金　保健師９，５００円・栄養士９，５００円・事務６，３２０円 ○カルテ　事業団カルテを経年管理
○カルテ　事業団カルテを経年管理 ○送迎　なし
○送迎　保健福祉センターと３０集落間は町マイクロバスで送迎
○検診料　　基本健診無料　　肝炎ウィルス検査６００円
　がん検診 　がん検診 １．検診の実施方法が異なる 合併時に一元化する。
【目的】 【目的】 ①実施場所
　がんの早期発見、早期治療のため、胃がん、子宮がん、乳甲がん、肺 　がんの早期発見、早期治療のため、胃がん、子宮がん、乳甲がん、肺 ②検診セット内容 ○実施方法は旧町方式でそれぞれ行なう
がん、大腸がん検診をおこなう。 がん、大腸がん検診をおこなう。 ③個別検診の委託先 ○医療機関での個別検診は溝口方式とする

2 【内容等】 【内容等】 ○自己負担金については合併時一元化する
　2月に保健委員さんを通じて受診希望とりまとめをおこない、希望者 　４月に保健委員さんを通じて受診希望とりまとめをおこない、希望者 　　町のみが行なっている 　　別紙案のとおり
に受診票を配布する。 に受診票を配布する。 ３．自己負担金の差異 ○がん検診では町民税非課税世帯も有料とする

②個別検診の自己負担金も差がある
③個別検診では岸本は町民税非課税世帯は無料
　溝口町では有料である

　健康づくり事業（人間ドック検診）
【目的】
　就労者及び介護家族の健康管理を目的として人間ドック検診を実施する。
【内容等】

3

14年度 国保会計　　節目35人・脳ドック10人　　　計45人
一般会計　　節目37人・脳ドック16人　　　計53人

15年度 国保会計　　節目27人・脳ドック14人　　　計41人
一般会計　　節目59人・脳ドック11人　　　計70人

受診者数

●人間ドック検診
国民健康保険事業で実施しているため、保健事業では実施していない。
対象者　:　国保被保険者のみ
受診者数 : 14年度57人・15年度72人

対象：40・45・50・55・60歳(生れた年より選定）－節目人間ドック
       要介護１以上の者を介護している家族－介護家族人間ドック
   　　15年度3人
委託医療機関：博愛病院、日野病院
内容：40・45・50・55歳の者－日帰り人間ドック
        60歳の者－日帰り人間ドック＋脳ドック（頭部ＭＲ）
委託料：日帰り人間ドック 博愛41,000円 日野42,000円
           脳ドック－博愛20,000円 日野病院21,000円
自己負担：日帰り人間ドック－5,000円
              日帰り人間ドック＋脳ドック－7,000円
委託料の支払方法：委託料から自己負担額を控除した額を医療機関に
                          支払う
受診後の指導：保健師により検診結果を分析し、個別に郵送等により

指導する

○国保以外の人間ドックは溝口町のみが実施し
ている。

合併時に溝口町の例を基本に新たに定める。

●人間ドック検診

調整方法課題・問題点

備考２５－１７　老人保健事業

○ただし老人医療対象者はすべての受診科目に
　ついて、両町とも従来どおり無料とする

(本人負担額については、単価の２割程度を目途
に検討する。)

協議会提案事項

福岡　泰子老人保健事業 責任者

岸　　本　　町

２５　各種事務事業の取扱い

保健福祉部会

溝　　口　　町

ワーキンググループ名

各種事務事業の取扱い

細　田　　　栄責任者

別紙のとおり 別紙のとおり

２．胃がん検診・骨租しょう症の個別検診は溝口

①集団検診では溝口町は自己負担金が無料である

○検診料　　基本健診無料　　肝炎ウィルス検査は肝がん検診として実施

　　　　　　　　　　溝口－回覧・テレビ　　　

○岸本町では日曜日健診（１回）を行なっている

また肝炎ウィルス検査の未受診者、要指導者、肝機能異常のものを対象に ○基本健診時の肝炎ウィルス検査の自己負担　　

○未受診者周知は行政無線・回覧・テレビとする

○本人負担額については、２割程度が適当と思
われるが、合併後実施状況により改めて検討す
る。

　脳卒中、心臓病等の生活習慣病の予防、早期発見・治療を図るために、

町（保健師２～３名、栄養士１名、健康運動指導士1人、雇
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検診名 検診方法 検診内容 委託先
岸本町
受診者

(人)

溝口町受
診者(人)

医療機関委託
単価（円）

岸本町自己
負担現在

（円）

溝口町自己
負担現在

（円）

合併後自己負担
額調整　(案)
（円）　１割

岸本町委託
料(千円)

溝口町委託
料(千円)

岸本町利用者徴収
額  現在(円)

溝口町利用者徴収
額　現在(円)

基本健康診査 集団
鳥取県保
健事業団

1,283 815 6,300 無料 無料 無料 8,083 5,135 0 0

肝炎ウィルス検査 集団
鳥取県保
健事業団

75 33 2,463 600 無料 300 185 81 45,000 0

胃がん検診 集団 バリウム検査
鳥取県保
健事業団

618 511 4,725 500 無料 500 2,920 2,414 309,000 0

　　　〃 個別 内視鏡検診
町内医療
機関

128 11,521 実施なし 1,100 1,100 0 1,475 0 140,800

子宮がん検診 集団 頚部検診
鳥取県保
健事業団

362 312 3,570 300 無料 300 1,292 1,114 108,600 0

　　　〃 個別(医療機関） 頚部検診 博愛病院 173 56 7,010 900 700 700 1,213 393 155,700 39,200

　　　〃 個別(医療機関） 頚部検診 日野病院 58 6,090 博愛病院 600 600 0 353 0 34,800

　　　〃 個別(医療機関）
頚部検診・体部

検診
博愛病院 2 12,260 900 実施なし 1,200 25 0 1,800 0

肺がん検診 集団 レントゲン検診
鳥取県保
健事業団

1,443 857 556 無料 無料 無料 802 476 0 0

　　　〃 集団
レントゲン検診・

喀痰検査
鳥取県保
健事業団

168 79 3,286 400 無料 300 552 260 67,200 0

乳甲がん検診 集団 視触診検査
鳥取県保
健事業団

510 396 2,100 200 無料 200 1,071 832 102,000 0

乳甲がん検診 個別(医療機関） 視触診検査 博愛病院 163 2,968 400 実施なし 300 484 0 65,200 0

　　　〃 個別(医療機関）
視触診検査・レン

トゲン検査
博愛病院 57 5,888 600 600 600 0 336 0 34,200

　　　〃 個別(医療機関）
視触診検査・レン

トゲン検査
日野病院 63 6,300 博愛病院 600 600 0 397 0 37,800

大腸がん検診 集団 便の潜血検査
鳥取県保
健事業団

739 773 1,680 300 無料 200 1,242 1,299 221,700 0

骨粗しょう症検診 集団 レントゲン検査
鳥取県保
健事業団

174 360 2,730 600 無料 300 475 983 104,400 0

　　　〃 個別(医療機関） レントゲン検査 博愛病院 38 4,320 実施なし 400 400 0 164 0 15,200

　　　〃 個別(医療機関） レントゲン検査 日野病院 51 3,780 実施なし 400 400 0 193 0 20,400

合　　　計 5,710 4,587 18,343 15,903 1,180,600 322,400

各　種　検　診　利　用　者　負　担　額　比　較　表　　　　※老人医療費対象者は無料とする
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

制度なし 　溝口町高齢者はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業 ○

【目的】
　高齢者の介護予防と福祉の向上を図る。
【内容等】
【対象者】

○

1 ○

【助成金の額】
１回につき1,000円以内で年間12回以内。

※

【利用施設】 ○

・県保険針灸ﾏｯｻｰｼﾞ協会西部支部加盟会員の施設に限定。
・町への請求は、協会の審査を経たもののみ。

○

　在宅介護の相談及び支援に関すること 　在宅介護の相談及び支援に関すること 合併時に一元化する。
【目的】 【目的】 ○
  介護保険の申請・相談。また、在宅介護についての各種支援を行う   介護保険の申請・相談。また、在宅介護についての各種支援を行う
ことによって、介護保険の円滑な実施、並びに老人福祉の向上を図る。ことによって、介護保険の円滑な実施、並びに老人福祉の向上を図る。
【内容等】 【内容等】 岸本町基幹型設置補助対象限度9,300千円
介護支援センターの状況 在宅介護支援センターの状況 溝口町地域型設置補助対象限度2,790千円
類型 基幹型（小規模型） 類型 基幹型（小規模型）
名称      岸本町介護支援センター 名称      溝口町介護相談センターきずみ ○痴呆予防教室は岸本町のみ実施。 ○
運営主体  岸本町 運営主体  溝口町
併設施設の名称  併設施設の名称  溝口町福祉センター（溝口町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）

2 事業開始年月日  事業開始年月日  
配置職員  保健師1名（保健師）、 配置職員  

家庭奉仕員１名（介護福祉士） 臨時職員１名（社会福祉主事）
事務職員(介護保険担当) ○

主な業務 主な業務
・介護保険の相談、申請、総合相談業務、 ・介護保険の相談、申請、総合相談業務、
・介護保険認定調査 ・介護保険認定調査
・福祉用具等の展示、紹介 ・福祉用具等の展示、紹介
・介護者支援事業の実施 ・未実施
・介護予防事業対象者の決定、ふれあいディサービスの実施(町直営) ・委託事業で実施
・地域ケア会議等の開催 介護予防、介護保険ケア担当者会議（月1回）・未実施
・痴呆予防教室実施(社協委託) ・未実施

協議会提案事項

保健福祉部会 責任者 細　田　　　栄 ワーキンググループ名 高齢者福祉・介護保険 責任者 西村・馬詰

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い ２５－１８　高齢者福祉事業 備考

なし（後方支援 大山リハビリ病院 夜間相談電話転送）

　老人医療に該当する者(70歳以上の者及び老人保健法25条2号に該当
する者）で、前年分の所得税非課税の者。

○老人保健法25条2号該当者：65歳以上で①身障1～3級　②身障4級
　で音声　機能障害・言語機能障害　③身障4級で下肢障害1､3､4号
　④精神障害1～2級　④療育手帳重度

平成11年10月1日

はり･きゅう･マッサージは､医学的に必
要な人には主治医が意見書を書き、健康
保険や老人医療の給付の対象となる。本
人にとっての効果を考えた場合、医療と
して受けた方が効果があると考えられ
る。

平成12年4月1日

現行どおり新町に引き継ぐものとする。

介護支援センターは小規模基幹型1ヵ所と
地域型１ヵ所を町直営で設置する。

２か所の介護支援センターには、広域連
合の介護保険システムのほか、住民記録
などの町行政システムを設置して、どち
らの支援センターでも、住民のニーズに
対応できるようにする。

　原則的に生活弱者の人が対象であり、
医療以外の部分を拾うもの。現在50人程
度が本制度を利用。

　介護予防にも役立っており、財政負担
は少ない中で喜ばれている。

参　考
　同様な制度は、米子、境港、西伯、会
見、日南でも実施されている（若干の内
容相違点はあり）。

　現行制度を新町に引き継いだ場合、
1,200千円程度で収まる見込みである。

○在宅介護支援センターの設置方式は両町とも
直営

○溝口町、介護教室や地域ケア会議が定例的
　に実施されていない。

○合併後の組織体制、人的配置などの調整が必
要。

保健師1名兼務(保健師)､事務職1名(社会福祉士)､

　 介護支援センターの運営方針、介護予防
事業の実施方法、対象者決定などについて
は新町で新たに定める。
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

協議会提案事項

保健福祉部会 責任者 細　田　　　栄 ワーキンググループ名 高齢者福祉・介護保険 責任者 西村・馬詰

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い ２５－１８　高齢者福祉事業 備考

　在宅軽度生活支援事業(にこにこ訪問サービス) 　在宅軽度生活支援事業 合併時に一元化する。
【目的】 【目的】
　介護保険認定者以外の虚弱高齢者の在宅生活を支援するため軽度 　介護保険認定者以外の虚弱高齢者の在宅生活を支援するため軽度 ・委託先は、介護保険サービス利用者以外の

の生活支援サービスを行う。 の生活支援サービスを行う。

【対象者】 【対象者】 ・サービス内容が異なる部分がある。

①おおむね65歳以上の単身高齢者、高齢者世帯の虚弱老人 　　①概ね６５歳以上で、要介護認定で非該当となった虚弱高齢者 　岸本町のみ　雪かき、軽微な修繕がある。 　は利用者が無いため、委託先の一本化を図

②要介護認定を受けたもののうち単身高齢者、高齢者世帯 　　②単身高齢者及び高齢者世帯（要介護認定者を含む） 　る。

③「①」に該当する者で、特別な対応を要する者　 【内容】 　

　（生活管理員派遣事業の該当者） 　　①・②外出時の援助　　食事・食材の確保　　その他の家事援助等 ・実施頻度は、週１回、１回あたり２時間を
3 【内容】 【実施方法】 　上限とする。

①・③家事援助・安否確認・生活相談 　　利用者、サービスの内容及び利用の決定を除き、溝口町社会福祉

②介護保険サービス以外のサービス（雪かき、軽微な修繕等） 　協議会、社会福祉法人萌生会に委託 ・利用料は、１時間以内150円、

【実施方法】 【利用料】 　１時間３０分以内220円、２時間以内300円。
利用者及び利用の決定を除き、岸本町社会福祉協議会に委託
【利用料】 　増すごとに80円を加算 ・委託料は、１時間以内1,500円、

１５０円/時間   　　利用者実人員　２０人 【実施頻度】
生活保護世帯、生計中心者所得税非課税世帯は無料 　　１人あたり１回／週（原則）
【実施頻度】 【委託料】 【委託料】
①１人あたり１回/週。１回あたり１時間。@1,500円/1時間
②１人あたり６回/年。 　増すごとに800円を加算
③１人あたり２回/週。１回あたり２時間。 ※　１４年度は利用者なし

　ふれあいデイサービス事業 　生きがい活動支援通所事業 ○ 事業実施方法が異なる。
【目的】 【目的】    ①岸本町は町直営、ただし送迎のみ社協へ委託
　６５歳以上の要介護認定非該当者で、虚弱な老人に対し、生きがいづくりと 　６５歳以上の要介護認定非該当者で、虚弱な老人に対し、生きがいづくりと   ②溝口町は社協・萌生会に業務委託
健康維持を目的とし通所サービスを実施する。 健康維持を目的とし通所サービスを実施する。
【内容等】 【対象者】　 ［実施頻度］1人当たり週１回
【対象者】 　　概ね６５歳以上の要介護認定で非該当となった虚弱高齢者 ○ 利用料、食事料の利用者負担が異なる
65歳以上で次に該当する者 【内容】　 　　　　　　ただし、送迎部分は社協委託
①要介護認定で非該当となった虚弱高齢者。 　　つぎに掲げる者のうち、必要と認められるもの ○ 町の委託単価が異なる。
②ふれあいディサービス事業利用基準に該当する者。 　　　①生活指導　②レクリエーション　③健康チェック　④入浴    岸本町　町直営(送迎部分委託料一回500円)
③その他町長が認める者。 　　　⑤給食　⑥送迎    溝口町　１人当り一回　5,000円

4 【内容】 【実施方法】 ［利用料］利用料３５０円/回
①生活指導　②レクリエーション　③健康チェック　④入浴 　　利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、溝口町 　　　　　食事代５００円/回
⑤給食　　⑥送迎（片道） 　社会福祉協議会(溝口町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)、医療法人萌生会（寿楽荘） 　　　　　生活保護は利用料無料
【実施方法】
町直営。保健福祉センターで実施。　　　送迎のみ社協委託。 【利用料】　 ［送迎委託］　外出支援事業で対応する。
【利用料】 　　1回あたり５００円、給食費の実費については、実施施設の単価 　本事業の参加に限る。
利用料３５０円/回、食事代５００円/回 【実施頻度】 【委託料】　5,000円
生活保護世帯、生計中心者非課税世帯は利用料のみ無料 　　週あたり　１回
【実施頻度】 【利用者数】
２回/週（一人あたり週１回） 　　２人(社協のみ）　　平成１６年度利用者なし
【利用者数】
24人

   ③溝口町の利用者が少ない(社協委託のみ2人)
       平成１６年度利用予定者なし

・利用料が異なる。 岸本町 非課税減免あり、
　溝口町 減免なし。

・溝口町利用者なし、原因はなにか分析が必要。

　観点から社協委託が望ましい。現在溝口町

・介護保険以外のサービスは廃止。

　高齢者福祉事業の一環であり、地域福祉の

１時間３０分以内2,200円、２時間以内3,000円。

［内容］生活指導、生活リハビリ、健康チェック等

　  1時間以内150円、1時間以上1時間30分以内220円、その後30分

　　1時間以内1,500円、1時間以上1時間30分以内2,200円、その後30分

［対象者］介護認定を受けていない虚弱高齢者及び

          支援費制度を利用していない心身障害者

岸本町の例を基本として合併時に一元化する

［実施方法］生きがい活動支援通所事業は町直営

　　　　　　　　　　　　（巡回バス便との調整）

・対象者は要介護認定者を除き、概ね65歳以上
　の単身、高齢者世帯の虚弱高齢者。

　に委託
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

協議会提案事項

保健福祉部会 責任者 細　田　　　栄 ワーキンググループ名 高齢者福祉・介護保険 責任者 西村・馬詰

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い ２５－１８　高齢者福祉事業 備考

　痴呆介護教室 　実施なし ○ 痴呆予防教室は岸本町のみ実施している。合併時に岸本町の例により一元化する。
【目的】
　高齢者の痴呆予防と早期発見により悪化を防止する。
【内容等】
痴呆予防教室(平成15年度開始）

対象：
5

実施方法：対象者選定まで介護支援センター、教室は社協委託
         ｹﾞｰﾑ等による脳活性化訓練
実施回数：週１回　20回終了後月1回フォローアップ
参加費：５００円（1回当たり）
委託料：５，０００円（１回、1人あたり）

15年度参加者  １０名

　高齢者緊急通報体制整備事業 　高齢者緊急通報体制整備事業 合併後3年程度で一元化する。
【目的】 【目的】 ○溝口町は平成16年度整備システムを継続する。
　ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯等で日常の見守りが必要な者に 　ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯等で日常の見守りが必要な者に 　協力者は留守電・FAXが付けられない ○岸本町は合併までは現状どおりとする。
対し、緊急連絡用の電話を設置し、利用者が緊急通報ボタンを押した 対し、緊急連絡用の電話を設置し、利用者が緊急通報ボタンを押した
時は、あらかじめ登録された近所の協力者へ通報される。 時は、あらかじめ登録された近所の協力者へ通報される。
【実施主体】 【実施主体】

岸本町社協で実施（日常生活用具貸与事業）    町
利用希望者は、社協に申し込み、設置 【実施方法】 ・利用実績は、誤報がほとんど。
町は、所要経費を社協へ補助金として交付。 　　利用者から町への申込みにより、緊急通報装置を設置

  【対象者】 【対象者】 【合併後の岸本町分導入案】
6 　　概ね６５歳以上の単身高齢者及び高齢者世帯で見守りが必要な者。 ○警備会社委託料の1/2を補助する。

   (要介護認定者を含む） ○合併後に警備会社に委託
【内容】 【内容】 （案）　警備会社と利用者が契約し、
　　対象者の家庭から簡易に通報できる緊急電話器を設置。 　　　　その月額の1/2を補助する。

　を設置し、緊急時のネットワークを形成する　　
　　第１及び第２通報先は近隣者及び民生委員等、第３通報先は介護 緊急通報受付、ガードマン派遣有り
　相談ｾﾝﾀｰ、第４通報先は消防署を設定 相談通報、機器保守点検を含み

業者見積額　月額2,625円/台・月
【利用料】 【利用料】
　　年間３００円 　　無料 岸本町年額　378千円
【登録者数】 【登録者数】 ※電話機の購入費は除く。
　　２４人 　　６５人

　高齢者等移送サービス、通院助成等事業 　高齢者等移送サービス、通院助成等事業 合併時に一元化する。
【目的】 【目的】

7 　公共交通機関の乗降が不自由な方の在宅生活を支援するため、病院 　公共交通機関の乗降が不自由な方の在宅生活を支援するため、病院 ○ 調整方針は、別紙のとおり
や公共施設へ送迎する。 や公共施設へ送迎する。

【内容】【対象者】・【実施方法】・【利用料】等は、別紙のとおり。 【内容】【対象者】・【実施方法】・【利用料】等は、別紙のとおり。

・岸本町では、協力者の確保が困難になってきてい
　る。（昼間の不在、責任の負担感等がある）

・地域の見守りや相談と生命にかかわる緊急事
　態との対応については、区分して検討する必
　要がある。

・溝口町  夜間は迷惑が掛かるため使用しない
　人がある。

別紙のとおり。

軽度の痴呆高齢者、閉じこもり傾向にある者、特に必要と
認める者

　　受信体制  介護支援センター電話で受信（夜間は大山リハビリ病
    院に転送）第１及び第２通報先は近隣者及び民生委員等、第３通
    報先は介護支援センター

　　受信者が第1～3協力者に連絡し、現場の状況を確認し、緊急対応を行う

　　概ね65歳以上の単身高齢者及び高齢者世帯等（要介護認定者を含む）

　　単身高齢者及び高齢者世帯等に対し、簡易に通報できる緊急通報装置

・痴呆の人が頻繁に押し協力者に迷惑が掛かる
　ことがある。

現在の両町の電話機をそのまま利用できる。

・溝口町では平成16年度にケーブルテレビ回線を
  利用した緊急通報システムを整備する計画があ
  る。しかし連絡方法が強化されるだけで通報受信
  後の対応は現状どおりである。

○合併後に民間の緊急通報システム導入を検討する。

　民間の緊急通報システムは24時間体制で緊急
通報センターで受信し、必要に応じてガードマ
ンを派遣する方式である。

所要経費24人×2,625円×1/2=31,500円/月
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●岸本町・溝口町　高齢者等移送サービス、通院助成等比較表
事業名 区　分 岸　本　町 調　整　案

①要介護１以上の高齢者
①概ね６５歳以上の高齢者で、一般の公共交通機関を利用すること
が困難な者（要介護１以上を目安とし個々の状態を見て判断する）

②身体障害者で下肢不自由のためバス等の利用が困難な者
②概ね６０歳以上の高齢者で、下肢不自由のため一般の公共交通機
関を利用することが困難な者（障害等級２級以上を目安とする）
③車いす使用者等で一般の公共交通機関を利用することが困難な者

社会福祉協議会・萌生会(ただし自施設への送迎は対象外)
（運転手は第２種運転免許所持者に限る）

町内：１,０００円／回 ●委託料は距離（片道）により次の段階を設ける
町外：５,０００円／回 ０～５㎞未満　１，０００円/回

５～10㎞未満　２，０００円/回
10～15㎞未満　３，０００円/回
15～20㎞未満　４，０００円/回
20～30㎞未満　５，０００円/回

町内：１００円／回
町外：５００円／回

送 迎 場 所 自宅～医療機関、福祉サービス提供機関 自宅～医療機関・公共施設・公用
利 用 回 数
制 限

月２回（人工透析患者は週１回）
月３回（ただし、人工透析治療等、障害のため定期的な治療が必要
な者については、当該通院に必要な回数とする）

利 用 実 績 ６０人（１４年度決算額１，４０８千円）
そ の 他 介護者の同乗が必要（１人乗車は認めない） 介助者同乗の要否は利用決定時に町が判断し決定する
財 源 県３／４ 【高齢者】県３/４（在宅福祉事業費補助金）

【障害者】一般財源
対 象 者 人工透析治療のため医療機関へ通院している者 ●通院費助成は廃止する

年２０，０００円（交通手段問わず）

●自家用車、公共交通機関利用者は補助廃止

利 用 実 績 ７人（１４年度決算額１４０千円）
財 源 一般財源

ただし、利用にあたっては介護保険を優先する。

利 用 実 績

財 源

送迎あり（機能訓練事業） ●外出支援事業(利用者1/2)で実施する。
片道のみ送迎（ふれあいデイサービス） 　（当該事業に参加する場合の送迎に限る）
送迎なし（痴呆予防教室）
※制度なし 事業名称 溝口町社会福祉協議会移送サービス事業 ●外出支援事業(利用者負担1/2)に統合

事業概要
登録会員制。車両利用は予約制。予約期間は利用日の1ヶ
月前から3日前まで。

対 象 者

①おおむね60歳以上の者であって床についている状態が
3ヶ月以上継続している者で移送困難な者　②身障手帳1.2
級の者　③居宅介護、通所介護利用者で移送ｻｰﾋﾞｽが必要
な者　④重度心身障害児(者)で自立が困難な者

●対象者・利用目的・回数は　外出支援事業と同等

利用目的
①福祉施設への通所、入退所　②病気治療（通院治療、入
退所）　③公共機関の手続き　④福祉団体、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体
が主催する事業、会議等に参加するとき

●介護サービスのデイサービス・デイケアなどの通所は介護保険で
対応する。外出支援事業の対象外

利用回数上限必要最小限度
利 用 料 無料
利用者数 ３０人（実人員）
その他 町委託事業との連携なし

※制度なし 事業概要
自宅最寄りバス停から溝口市街地までのバス回数券を交付
する。申請に基づき交付。

対象者 ７０歳以上の者
交付枚数 １１枚綴回数券×２冊（年） ●通学に重点をおいた、送迎体制も必要。
利用者数 ６３１人（平成　　年度実績）

【利用料】１００円/回（７０歳以上高齢者、障害者は無料）
【運営費】７，１５５千円（地方バス路線維持対策補助金） ※運行なし
【財　源】一般財源（交付税算入あり）

自宅～医療機関、福祉サービス提供機関

原則週１回（人工透析患者は通院に必要な回数）

※制度なし

町が実施してい
る主な保健福祉
事業の送迎状況

岸本町社会福祉協議会（運転手は第２種運転免許所持者）

委 託 料

委 託 先

対象者

対 象 者

利 用 者
負 担

外出支援事業

①概ね６５歳以上の高齢者で一般の公共交通機関を利用することが困
難な者（概ね要介護２以上）

②概ね６０歳以上の高齢者で下肢が不自由な者

溝口町社会福祉協議会（運転手はヘルパー）
社会福祉法人　萌生会（運転手は臨時雇用）

５,０００円／回（町内外問わず）

同乗者は不要（１人乗車可）
県３／４

参　考

助 成 額

助 成 額
人工透析患者
通院費助成事
業

精神障害者通
院費助成事業

町循環バス運行
事業

社協単独移送事
業

高齢者バス回数
券交付事業

溝　口　町

２,０００円／月（町内外問わず）

●身体・知的・精神の３障害者とも公共交通機関の利用が困難と認
める者については、外出支援事業(利用者1/2)で実施する。

一般財源
①精神障害の医療を受けるため医療機関へ通院する者（精神保健及び
精神障害者福祉に関する法律第32条の適用を受ける者）
②小規模作業所へ通う者

５９人（１４年度決算額５，６９０千円）

送迎あり（生きがい通所事業、機能訓練事業）

８人（１４年度決算額３８９千円）

人工透析治療のため医療機関へ通院している者
①公共交通機関利用・・・実費の１/２
②自家用車利用・・・公共交通機関利用した場合に準じる
③【加算】自宅からバス停等までの距離が１㎞以上の者については、
バス代換算の１/２を加算

一般財源

①公共交通機関利用・・・実費の１/２
②自家用車利用・・・公共交通機関利用した場合に準じる
③【加算】自宅からバス停等までの距離が１㎞以上の者については、
バス代換算の１/２を加算
１７人（１４年度決算額７４４千円）※医療通院分のみ

●作業所通所のため、公共交通機関を利用の場合は実費の1/2補助
(加算は廃止)とし、公共交通機関を利用できない場合に限り、自家
用車利用についても補助を行う。

●外出支援事業の対象者が拡大になるため、通学と保健センター行
  きを重点にしたダイヤに変更する。

委託料の１/２　(生活保護世帯は無料)・町内は一律500円

●要介護、障害などのため公共交通機関の利用が困難な者は外出支
援事業(利用者負担1/2)で実施

●外出支援事業を充実すれば、公共交通機関は元気で自家用車の無
い方の利用のみとなる。岸本町実施の循環バスの代替措置として存
続。
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

協議会提案事項

保健福祉部会 責任者 細　田　　　栄 ワーキンググループ名 高齢者福祉・介護保険 責任者 西村・馬詰

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い ２５－１８　高齢者福祉事業 備考

　敬老会補助金･金婚式・高齢者の贈り物 　 敬老会・金婚式　　 合併時に一元化する。
【目的】 【目的】 ○

〈敬老会〉
○

Ｈ17年度

Ｈ18年度以降

【内容等】 【内容等】 ○
 ・ 敬老会補助金　　７５歳以上の方に１人あたり３，０００円を支給 ・
　　　支給対象団体：町内事業実施部落（H１４年度：３５部落）

8 ○
・

○
○

・

・ ○
･高齢者の贈り物

○

岸本町の例(年齢引上)により新町に引き継ぐ

　補助対象76歳以上・補助基本額1人3,000円　88歳以上の高齢者に町から記念品を贈呈する。

〈敬老会〉
　新町で岸本方式を導入した場合、単純
計算で経費が半分となる。
　その場合、旧溝口町で部落開催をして
いただける部落がどれくらいになるか未
知数。岸本町でも部落開催は減少してい
る。

　町内の７５歳以上のお年寄りの長寿を祝い、これまで町の発展に寄与され
た労をねぎらう。結婚５０周年を祝う。

　町内の75歳以上のお年寄りの長寿を祝い、これまで町の発展に寄与
された労をねぎらうとともに、結婚50周年を迎えられた夫婦を祝う。

　新町で溝口町方式を実施した場合、会
場がない。また、分散開催したとしても
非効率であるし、経費も倍以上膨らんで
しまう。

９月上旬（敬老の日直前の金曜日）に開催。会場：町民体育館
対象者：約１，０００人　　　　参加者：約５００人 〈金婚式〉

岸本町の例により新町に引き継ぐ、ただ
し新町において見直しを行う。

　補助対象77歳以上・補助基本額1人3,000円

　　　@3,000円×877人＝2,631,000円 貸切バス１０台以上、タクシー、町車数台で、町内前部落から
送迎を行なう。　参加者1人当り2,000円程度の折箱と演芸。

〈金婚式〉
　金婚式（○○婚式）は、本来プライ
ベートなメモリアルイベントであり、公
が音頭取りするのは問題があるという説
もある。

〈高齢者の贈り物〉
･金婚祝賀式 88歳・90歳・99歳・100歳以上の方に記念品を

贈る。大山ロイヤルホテルにて開催。15年度19組予定　　619千円　　　　　　　 午前中（11時～12時）の式典において、町長挨拶、記念品贈呈
等を行う。金婚者は記念写真撮影（写真代1組5,000円程度町
費）。13時30分まで祝宴（演芸）。

記念品(木杯)　＠10,000円、料理1人＠5,000円(来賓は自己負担)

集合記念写真･生花・飲み物・会場費等
〈高齢者の贈り物〉

高齢者等記念品
　75歳以上：ﾀｵﾙｾｯﾄ（@1,365円×1,000人=1,365,000円）
　95歳以上：肌布団（@4,725円×21人=99,225円）
　金 婚 者：ﾊﾞｽﾀｵﾙ（@1,785円×41組=73,185円）
　　　　　　ﾌﾟﾗｽ金杯（@5,250円×41組=215,250円）
※ 88歳の者：社会福祉協議会から敷パッド（金額不明）を贈呈

　岸本町は88歳以上、溝口町は75歳以上
に記念品を贈る。

８８歳以上の方に、座布団又は肌布団を送る。
88歳の者　座布団　＠4,700円×24人=112,800円 　県は100歳以上に祝詞と銀盃を贈る。
89歳以上の者　肌布団　＠3,400円×102人=346,800円
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保健福祉部会

16.6.1 現在
区　分 備　　　　考

敬老会 対象者 75歳以上(9月1日現在) 対象者 75歳以上(数え年) 対象者 77歳以上(9月1日現在) 基準日現在の満年齢

実施方法 実施方法 敬老会を町で実施 実施方法

77歳以上

町補助金1人当3,000円 町補助金1人当3,000円 溝口町　860人

×877人=2,631千円 ×1,577人=4,731千円 岸本町　717人

2,000円折箱・演芸

費  用 2,631千円 費  用 5,029千円 費  用 4,731千円

金婚式 対象者 結婚50年の夫婦(事実婚) 対象者 結婚50年の夫婦(事実婚) 対象者 結婚50年の夫婦(事実婚)

実施方法 町主催、大山ロイヤルホテル 実施方法 実施方法

で実施

記念品(木杯)10,000円 記念品(金杯)5,250円 記念品(木杯)10,000円 欠席者にも贈る

料理一人5,000円 (バスタオル)1,785円 料理一人5,000円 出席者のみ

生花、会場費、飲物 ※記念品は欠席者にも贈る 生花、会場費、飲物

※来賓5,000円自己負担 記念写真1組5,000円 ※来賓5,000円自己負担

記念写真(集合)1,000円 記念写真(集合)1,000円 出席者のみ

費  用 15年度19組　　　　619千円 費  用 15年度41組　　 　446千円 費  用 60組予定　  　1,400千円 式参加40組想定

対象者 88歳　座布団4,700円 対象者 75歳以上　ﾀｵﾙｾｯﾄ1,365円 対象者 88歳　座布団4,700円

×24人=113千円 ×1,000人=1,365千円 ×60人=282千円

89歳以上　肌布団3,400円 95歳以上　肌布団4,725円 90歳　肌布団3,400円

×102人=347千円 ×21人=99千円 ×50人=170千円

99歳　肌布団3,400円

×5人=17千円

100歳以上　肌布団3,400円

×3人=10千円

費  用 460千円 費  用 1,464千円 費  用 479千円

3,710千円 6,939千円 6,610千円

敬老会・金婚式・高齢者の贈り物調整表

岸　　本　　町 溝　　口　　町 調　　整　　案

各集落で敬老会を実施

町主催、実施会場はレスト
ラン等

合　　　計

各集落で敬老会を実施
貸切バス10台、タクシー、町
公用車などで全集落送迎。
参加者約500人

町主催、敬老会当日の午前に
開催。折箱は敬老会分を充てる

高齢者
の贈り物
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

　岸本町作業所運営費補助事業 ○岸本町のみ実施している。 ○岸本町の例により新町に引き継ぐ。
【目的】 　※制度なし
　　岸本町作業所の運営を支援し、もって地域障害者福祉活動の推
　進を図ることを目的とする。 　日野町おしどり作業所を利用している。

【内　　　容】 岸本町作業所へ運営費の補助を行う
【対　象　者】
【補助対象事業】 岸本町作業所運営事業
【補助対象経費】

1 【補助金の額】

≪岸本町作業所の概要≫
開　　所：平成１４年１０月
通所定員：９人（Ⅰ型）※増員可能 ※現在の通所者数　７名
運営主体：岸本町家族会
対 象 者：在宅の精神障害者及び知的障害者
主な活動内容：自主製品づくり及び販売、清掃作業等
開所日数：年間２４０日（月～金）
指導員：１名　　補助指導員：１名

　※制度なし 　おしどり作業所運営事業 ○溝口町のみ実施 現行のとおりとする。
【目的】
　精神障害者の福祉の向上を図る。 ○合併時つぎの方針により実施する。
【内容等】
障害者福祉団体等への助成
【対象者】 日野郡精神障害者小規模作業所（おしどり作業所） ○合併後も負担を行うか、行わないか

１．補助対象事業費   金  6,148,000円
県補助（１／２）  3,074,000円
日野郡４町負担金（１／２）  3,074,000円

２．日野郡４町の負担金
2 均等割(1/2) 人口割(1/2) 小計

日南町 384,250円 507,180円 891,430円
日野町 384,250円 332,650円 716,900円
江府町 384,250円 298,160円 682,410円
溝口町 384,250円 399,010円 783,260円

3,074,000円

３．溝口町の利用者　５名

４．運営主体 日野町社会福祉協議会

鳥取県小規模作業所運営費補助金交付要綱に掲げるも
ののうち「人件費」及び「事務費」

鳥取県小規模作業所運営費補助金交付要綱で定める補
助基準額の範囲内

○溝口町からの通所希望者の受け入れ時期をどう
するか。

○合併後できるだけ早く通所者10人以上のⅡ型に
昇格し、国庫補助対象とする。精神障害者及び知的障害者の家族会（作業所運営主体）

○溝口町からの通所者の受け入れ時期については
合併後とする。

○新町になってからの新規通所者は原則として、
岸本作業所に通所する。

○おしどり作業所利用者で引き続きおしどり作業
所を希望する者については、継続利用とする。

○岸本町では保健福祉センター内に作業所があ
り、補助を行っている ・環境変化への適応が困難な者について

は、引き続きおしどり作業所へ通所するこ
ととする。

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い ２５－２１　障害者福祉事業 備考

協議会提案事項

保健福祉部会 責任者 細　田　　　栄 ワーキンググループ名 障害者福祉事業 責任者 景山　昌文

○（負担を行わない場合）現在利用している者
（５名）をどうするか

・岸本作業所への通所を希望する者につい
ては、合併後に岸本作業所へ通所すること
とする。

・また合併後に、新たに通所を希望する者
については、岸本作業所へ通所することと
する。

○合併後の補助（負担）金の各町の負担割合に
  ついては、関係町間で協議が必要。通所者が
  減少しても現行制度では負担金が変わらない。
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

　岸本町社会福祉協議会運営事業 　溝口町社会福祉協議会運営事業 ① 人件費・運営費の補助金の調整が必要 合併時に一元化する。
【目的】 【目的】
　岸本町社会福祉協議会の運営並びに活動を支援し、地域福祉の増 　　溝口町社会福祉協議会の運営並びに活動を支援し、地域福祉の ② 一般福祉事業の実施内容が異なる。 〇両町の社会福祉協議会は、合併時に統合する。
進を図ることを目的とする。 増進を図ることを目的とする。 ③ 町受託事業の種類、単価が異なる。

《内容等》 《内容等》 ④ 〇事業内容は、概ね別紙のとおり一元化すること
　とし、合併までに両町の社会福祉協議会と協議

【運営補助】 【運営補助】 　して調整する。
社協運営のための人件費及び運営経費の町補助金 社協運営のための人件費及び運営経費の町補助金 ⑤

人件費　　5人分　20,222千円・運営事業　1,752千円 人件費　　2人分　8,543千円・運営事業　6,384千円
1 【町受託事業】 【町受託事業】 ⑥ 各種福祉団体の事務局が異なる。

介護予防事業など6事業　　4,965千円 介護予防事業など3事業　　7,196千円

【介護保険事業】 【介護保険事業】
介護保険サービス指定事業者　　収入　78,244千円 介護保険サービス指定事業者　　収入　110,840千円

【障害者支援費事業】 【障害者支援費事業】
身体障害者支援費事業実施　２事業　収入　3,882,570千円 身体障害者支援費事業実施　１事業　収入　2,100千円

【施設管理事業】 【施設管理事業】
老人福祉センター管理事業　　1,272千円 福祉センター管理事業　　4,938千円
デイサービスセンター償還金　3,743千円

老人福祉センターなどの施設管理費の統
一が必要。

協議会提案事項

保健福祉部会 責任者 細　田　　　栄 ワーキンググループ名 社会福祉協議会 責任者 西村　裕生

障害者支援費事業のうちデイサービスは
岸本町社協のみ実施(溝口町は相互利用制
度)

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い ２５－２３　社会福祉協議会 備考
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Ｈ１６・５・２５ Ｈ１６・５・２５

区　　　分 調　　整　　案 区　　　分 調　　整　　案

総    額(円) 内　町支出金 総    額(円) 内　町支出金 総    額(円) 内　町支出金 総    額(円) 内　町支出金

人件費(財源内訳)　　　　計 79,221,442 20,221,745 101,906,915 22,881,434 障害者支援費事業収入 3,882,570 0 4,462,010 4,462,010

　　町補助金 20,221,745 20,221,745 22,881,434 22,881,434 　　身障ホームヘルプ 846,970 2,099,510 2,099,510 新町発足時に一元化する

　　介護保険・支援費収入 57,873,802 75,809,543 　　身障デイサービス 3,035,600 2,362,500 2,362,500 新町発足時に一元化する

　　受託収入 164,895 1,894,938

   会費・県補助金 961,000 1,321,000 たすけあい寄附金収入 1,969,659 2,455,571 社協独自事業

葬儀用祭壇貸出収入 351,386 281,000 社協独自事業

一般管理事業費(支出)　計 7,063,914 1,752,355 8,335,474 4,724,657 老人福祉センター管理費 1,272,165 1,272,165 4,938,205 4,938,205 建物管理の直接経費のみとする

　　役員会費 401,000 548,043 社協独自事業 デイサービスセンター償還金 3,742,550 3,742,550 741,542 741,542 建設償還金のみ(期限平成23年度)

　　事務局費 2,643,830 552,853 2,865,951 389,800 合併後補助規定を定める

　　愛の輪運動・さわやか福祉事業 478,546 239,273 600,800 290,000 合併後補助規定を定める 各種団体事務局 社協

　　寝たきり友愛訪問 106,000 社協独自事業 社協

　　初盆お供え・母子父子家庭激励 169,823 社協独自事業 社協

　　日常生活用具貸与 159,666 111,766 合併後補助規定を定める 社協

　　ボランティア推進事業 848,463 848,463 66,420 66,420 合併後補助規定を定める 社協

　　集落推進委員活動事業 1,261,570 社協独自事業 町

　　地域福祉相談事業 66,000 66,000 心配ごと相談事業に移行 社協

　　福祉バス運営事業 1,741,557 1,741,557 町の受託事業に変更 溝口町で調整中

  　共同募金配分金事業 1,270,839 社協独自事業

　　溝口駅前自転車置き場管理 76,000 76,000 町事業に移管

　　福祉団体育成(団体事務局) 2,044,880 2,044,880 合併後補助規定を定める

   ホームヘルパー養成事業 50,000 50,000 現行どおり継続

町受託事業(収入ベース) 4,964,900 4,964,900 7,196,400 7,196,400

　　心配ごと相談 302,400 302,400 0 0 岸本町の例により新町で定める

　　ふれあいデイサービス 464,000 464,000 475,000 475,000 町直営

　　配食サービス 929,500 929,500 1,896,400 1,896,400 調整済

　　外出支援 1,115,000 1,115,000 4,825,000 4,825,000 調整済

　　にこにこ訪問 1,079,000 1,079,000 0 0 調整済

　　痴呆予防教室 1,075,000 1,075,000 0 0 調整済

介護保険事業収入 78,244,035 0 110,840,353 0

　　ホームヘルプサービス 9,015,215 34,613,278 新町発足時に一元化する

　　デイサービス 57,816,873 60,889,850 新町発足時に一元化する

　　指定居宅介護支援 11,411,947 15,337,225 新町発足時に一元化する

老人クラブ

身体障害者福祉協議会

心身障害(児)者育成会

母子会

日赤奉仕団

日赤分区

ボランティア協会

老人クラブ

身体障害者福祉協議会

心身障害(児)者育成会

母子・父子会

遺族会

岸本町社会福祉協議会現行 溝口町社会福祉協議会現行

※ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽは相互利用制度

社会福祉協議会調整表(案)

岸本町社会福祉協議会現行 溝口町社会福祉協議会現行

○社協の運営管理部門及び地
域福祉事業担当職員について
補助対象とする。

○合併後の組織体制により補
助対象の職員を指定する。
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行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

1
岸本町のみの組織。

なし

とともに、地域の環境を保全するための住民活動を推進する。

（全集落から委員を選出している。）

（任期） 平成16年1月1日～平成17年12月31日

*一般廃棄物の減量を図るため、研修会及び研究会を開催する｡

  ・会議開催　年２回程度

  ・視察研修　２年に１回

*一般廃棄物の分別収集のための、排出指導

  ・各自治会単位での、分別の指導。

  ・ごみ集積所の適正管理の指導。

  ・その他、ごみの減量化に関する指導。

*廃棄物減量等推進委員の活動に対し、交付金を支払う。

　・総額60万円を均等割40％、世帯割60％で支払う。

2
＊別紙資料による。

　可燃ゴミ以外の一般廃棄物を収集運搬処理する。 　可燃ゴミ以外の一般廃棄物を収集運搬処理する。

＊収集体制　委託業者　1社年間契約 ＊収集体制　委託業者　1社年間契約

住民環境部会 ワーキンググループ名

備考各種事務事業の取扱い 25-24　環境対策事業

協議会提案事項

永見文夫 野坂博文環境衛生関係事業

調整方法課題・問題点岸　　本　　町 溝　　口　　町

（有）ｱﾘｵﾝに委託して、可燃ごみと同一の収集業者で実
施する。

＊収集カレンダーにより、町内全地区のゴミステーションから
収集運搬を行う。

＊収集カレンダーにより、町内全地区から収集運搬し処理を行
う｡（収集場所は、ステーションによらない、地区がある）

廃棄物減量等推進委員会 該当なし

＊詳細は別紙案のとおり調整
する。

合併後、岸本町の例により新
たに定める。

分別収集 分別収集
合併後に一元化する。

 一般廃棄物の減量を推進するため、分別収集の住民への指導徹底を図る ＊交付金についても同様とす
る。

＊平成17年度から、新町全集
落から選任し、廃棄物の減量
体制を整える。

４５



岸本町廃棄物減量等推進員会規約 
 
（名称及び所在） 
第１条 この会は、岸本町廃棄物減量等推進員会と称し、事務局を役場住民環境課に置

く。 
（組  織） 
第２条 この会は、岸本町の各部落より選出された廃棄物減量等推進員をもって組織す

る。 
（目  的） 
第３条 この会は、一般廃棄物減量等を推進し、地域の環境を保全するための住民活動

を推進することを目的とする。 
（事  業） 
第４条 前条の目的を達成するため、概ね次の事業を行う。 
    １  一般廃棄物の減量化推進を図るための、研修会、研究会の開催。 
    ２  一般廃棄物分別収集のための、排出指導。 
    ３  その他必要と認める事業 
（任期、役員） 
第５条 推進員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とす

る. 
２ この会に次の役員を置く。 
    （１）会  長    １名 
    （２）副会長    ２名 
(１)  前項の役員は、委員の互選により決定し、その任期は２年とする。 
(２)  会長は、この会を代表し業務を統轄する。会長事故あるときは、副会長が代行す                        

る。 
（会  議） 
第６条  この会は必要に応じ会長が召集する。 
２  この会の議長は会長が務める。 
（書  記） 
第７条 本会に書記を置く。書記は事務局の職員をもってあてる。 
２  書記は会長の命をうけて、庶務、会計の事務に従事する。 
（会計年度及び経費） 
第８条 この会の年度は、毎年１月１日より同年１２月３１日とし、経費は会費、補助

金、寄附金及びその他の収入をもってあてる。 
  附  則 
第１条 この規約は、平成１１年８月２６日から施行する。 
第２条 会務の執行に関し必要な事項は会長が別に定める。 
 附 則 
この規約は、平成１４年８月１日から施行する。 
 
 

４６ 
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分別収集関係資料 

 

 収集対象物（収集については、平成１６年度中は現行のままとする。） 

品 目 岸  本  町 溝  口  町 課題・問題点 調整方法 

資源ゴミ 

（ビン・缶類） 

月 1 回収集する。 

リサイクルプラザに直入 

月２回収集する。 

リサイクルプラザに直入 

回数が異なる 

岸本町の場合、集積所の利用形態から、

定期的な回数を増やすと、他のゴミと

重複し混乱する可能性がある。 

月１回の収集とする 

再使用ビン 

（酒ビン・ビールビン） 

月１回収集する。 

リサイクルプラザに直入 

月１回収集する。 

リサイクルプラザに直入 
なし 現行どおり 

不燃ゴミ 

(小型家電・金属・ﾌﾟﾗｽｯﾁｸ類） 

月 1 回収集する。 

リサイクルプラザに直入 

月１回収集する。 

リサイクルプラザに直入 
なし 現行どおり 

古紙類 
月 1 回収集する。 

リサイクルプラザに直入 

月１回収集する。 

リサイクルプラザに直入 
なし 現行どおり 

ペットボトル 
月 1 回収集する。 

リサイクルプラザに直入 

月２回収集する。 

リサイクルプラザに直入 
回数が異なる。 月１回の収集とする 

不燃粗大ゴミ 
年 3 回収集する。 

リサイクルプラザに直入 

月１回収集する。 

リサイクルプラザに直入 
回数が異なる。 年６回とする 

発泡スチロール 

月 1 回収集する。 

海老田金属に処理を委託。 

工場まで運搬 

月２回収集する。 

溝口町清掃センターにストックし、山陰クリ

エートに処理を委託。 

処理業者が回収にくる。 

収集回数が異なる 

処分方法が異なる 

平成１７年度から処分先を一元化する。

白色トレーは、店頭回収も行われてお

り、月１回の収集とする。 

ペットボトルのふた 

年 3 回収集する。 

旧庁舎にストックし、年 1 回クリエート山陰

に処理を委託（有償） 

月 1 回不燃ゴミとして収集 収集区分が異なる 合併後、溝口町地区で分別に取り組む。

廃蛍光管 

年 3 回収集する。 

旧庁舎にストックし、年 1 回㈱三光に処理を

委託し処分する。 

月１回不燃ゴミとして回収し、溝口町清掃セ

ンターにストックする。 

年２回鳥取県西部再生資源事業協同組合に

回収と中間処理を委託し、広域協同処理で処

分する。 

収集回数が異なる 

処理の委託先が異なる 

保管先を確保し、平成１７年度から処理

方法を統一する。 

収集回数は年３回とする。 

廃乾電池 
年 3 回収集し、旧庁舎に保管、年 1 回の広域

の共同処理で処分する。 

町内各所に改修ボックスを設置し、月１回不

燃ゴミとして回収し、溝口町清掃センターに

ストックする。 

年３回鳥取県西部再生資源事業協同組合に

中間処理を委託し、広域協同処理で処分す

る。 

収集回数、方法、処理過程が異なる。 

保管先を確保し、平成１７年度から統一

する。 

岸本町では、集積所に収集ボックスを設

置する。 

収集回数は年３回とする。 

家電 4 品目 

（冷蔵庫、テレビ、エアコン、

洗濯機） 

収集しない。 

年1回高齢者世帯等を対象に特別収集を行う。 

月１回不燃粗大ゴミとして回収する。 

リサイクルプラザに直入 

取扱いの内容が異なる。 

冷蔵庫・冷凍庫が処理不能となる。 

特定家電については、リサイクル法施行

に伴いリサイクルプラザが受け入れを

中止する予定のため収集は廃止する。 

ただし、高齢単身世帯等で支援を必要と

する世帯については、新町で検討する。
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収集体制 

区分 岸本町 溝口町 課題・問題点 調整方法 

可燃ゴミ 

西伯町ほか二か町清掃施設管理組合が委託す

る、業者が収集 

溝口町清掃センターの収集区域を一部拡

大する。平成１６年度は現行のままとす

る。 

 

可燃ゴミ以外 

一般廃棄物収集業者に委託 

業者 西部再生資源協同組合（H15） 

アリオンに委託 溝口町は、収集業務と清掃センター管理

業務が一体で委託契約をしている。岸本

町は、可燃ゴミについては、西伯町ほか

二か町清掃施設管理組合が、収集業務を

西部工業に委託している。可燃ゴミ以外

の収集業務は、事業者（年度によって異

なる）に委託している。 

平成１６年度は現行のままとする。 

平成１７年度から業者を一元化する。 

 

集積所 

区分 岸本町 溝口町 課題・問題点 調整方法 

集積所 

各集落及び公共施設に整備済 一部地域は未整備 

 

岸本町は、ステーション方式で収集を行

い、収集の効率化と収集経費の軽減を図

っている。 

集積所の整備を図り、合併後３年を目途に

ステーション方式に移行する。 

集積所補助金 

（調整済） 

整備費補助金 ５割以内 

１． 対象事業は、新築、改造、修繕とする。 

２． 新築に係る対象事業費限度額は、１㎡当た

り 70 千円とする。 

３．改造、修繕に係る対象事業費限度額について

は、これを設けず、実費を対象事業費とする。 

制度なし 岸本町のみ 補助金は岸本町の例による。 

集積所の整備を促進する。 

 

審議会等（別途調整） 

区分 岸本町 溝口町 課題・問題点 調整方法 

推進組織 
廃棄物等減量推進委員会 

各集落から１名選出 

なし 岸本町は、排出指導の協力体制を取って

いる。 

溝口地区にも委員を置く。 

審議会 
条例審議会 条例審議会 溝口町は、年１回開催、岸本町は、分別

収集を開始したときのみ。 

新たに審議会を設置する。条例・規則を制

定。（現行の規則で対応可能。） 

 



行政現況調書調整一覧表

専門部会名

合併協定項目

連番

1

未納を少なくするため、納税組合に集金を依頼している。 未納を少なくするため、納税組合に集金を依頼している。 ※町税取扱手数料に準ずる。

水道料金集金組合に対し組合世帯の水道料金の３％の手数料を支払う。水道料金集金組合に対し組合世帯の水道料金の３％の手数料を支払う。

組合世帯については、口座振替利用者分についても支払対象。 口座振替利用者についても支払対象

指定日に口座引落できなかった場合には、後日支払がされても対象外。

水道別 水道別

　岸本町水道 857,022円   溝口地区 554,400円

　八郷簡易水道 418,580円   二部地区 71,671円

　小野地区飲料水供給施設 21,009円   旭地区 159,116円

　藍野地区飲料水供給施設 15,346円

　ペンション地区飲料水供給施設 －

1,311,957円 合　　　計 785,187円

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

備考各種事務事業の取扱い 25-29　上水道事業

小村　恵吾 上水道事業（事務関係）建設水道部会 責任者 ワーキンググループ名

協議会提案事項

調整方法

野口　泰彦責任者

合　　　計

1４年決算額

　　　口座振替利用者も支払対象。
　　　ただし、振替日に口座引落しで
　　　きなかった場合、後日支払が
　　　なされても対象外とする。

当面は現行のとおりとし、合併後
早い時期に廃止を検討する。

1４年決算額

水道料金取扱手数料 水道料金取扱手数料 口座振替の取り扱いが異なる。

４９



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

1
溝口町のみが実施している事業。

　未納を少なくするため、納税組合に集金を依頼している。

　下水道使用料については、ほとんどの人が接続しているのではなく、 　組合に対して、下水道使用料の３％を手数料として支払う。

順次接続が増えていくものなので、すべて個人対応としており、手数料 　口座振替については、対象外。（平成１６年４月分から手数料対象）

は、支払っていない。また、できるだけ口座振替をお願いしている。

　納税組合に納付書配布・集金は依頼せず、担当課が全て行っている。

　平成１６年３月期 平成１５年度手数料決算見込額

・口座振替 ６５０件 　・公共　　４３１千円

・納付書納付 １６３件 　・農集　　２２５千円

　・合併　　　１６千円

　　合計　　６７２千円

当面は現行のとおり溝口町のみ実施
するものとし、平成17年度から岸本
町の例により一元化する。

該当事業なし 下水道使用料取扱手数料

調整方法

建設水道部会

備考25-30下水道事業

（H17年度から納付書配布・集金等
関連業務を全て担当課で行うものと
する。）

協議会提出案件

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

各種事務事業の取扱い

小村　恵吾 井本達彦上水道事業（事務関係）

５０



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名

合併協定項目

連番

　キャンペーン・ディア・マスミズ事業 ・溝口町のみ事業を実施している。 ・溝口町の例により新町に引き継ぐ。
【目的】
　桝水の地蔵尊祭を起源とし、現在では本町の観光を

　 代表とするイベントであり、また溝口町をＰＲするう
えで重要なイベントとなっている。町内だけでなく町
外からの来客も多く、イベントとしての内容の充実を
必要とされている。従来より観光協会と共催で運営し

1 ており、地域おこしの一環としての重要性も高い。
【内容等】
　盆踊り大会、花火大会（1,000発）７月第４土曜日に開催

【１４年度】
　参加団体報償費
　商品等消耗品費
　準備等食事代金
　配布用チラシ印刷代金
　花火打上業務委託料

　 計

・観光協会負担分

　 　大山ガーデンプレイス管理運営 岸本町のみで実施している。 岸本町の例により、新町に引き継ぐ。
【目的】
　大山ガーデンプレイスの管理運営 管理委託を継続するにあたって、合併時
　地方自治法第244条の2第3項の規定により岸本町地域 地方自治法第244条の２第6項の規定により
振興株式会社に管理委託している。 議会の議決を要する。
【内容等】
　大山ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ（地域振興株式会社）の事業内容 （参考）

2 　地方自治法第２４４条の２第６項
1.岸本町が所管する大山ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽのﾚｽﾄﾗﾝ、軽食ｺｰﾅｰ、 普通地方公共団体は、指定管理者の指定
　売店、加工場、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾊｳｽ、ﾃﾆｽｺｰﾄ、ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ、交流室、 をしようとするときは、あらかじめ、当該
　地場産品直売所、観光案内所、管理事務所の経営受託並 地方公共団体の議会の議決を経なければな

　 　びに管理 らない。
2.農産物、きのこ類等の林産物、水産物、畜産物及び民芸
　品等の地域特産物の開発並びに販売
3.別所川渓流植物園の管理受託
4.前各号に附帯又は関連する一切の事業

2,600,000円
2,806,208円

284,575円

50,000円
74,408円
29,300円
52,500円

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い ２５－３４　観光事業 備考

協議会提案事項

産業経済部会 梅原　久義 観光事業 責任者 安達　広典

５１



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名

合併協定項目

連番 岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

２５　各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い ２５－３４　観光事業 備考

協議会提案事項

産業経済部会 梅原　久義 観光事業 責任者 安達　広典

　 　索道事業 ・溝口町のみで実施している。
【目的】

　 　本施設は、溝口町を代表する観光地「桝水高原」の拠 ・観光施設を運営する索道事業会計に平成
点施設である。３基あるリフトのうち、観光シーズンは、 １４年度、１５年度の２ヶ年間貸付を行
第３リフトのみ、スキーシーズンは全リフト稼働す っている。これは、索道事業会計から企
　本事業は、町単独の特別会計として運営されており、 業債返還金に充てている。
公営企業法適用事業である。

　  地方自治法第244条2第3項の規定により（財）溝口町観
光開発事業団に管理委託している。

　 【内容等】
【１４年度】
収益的収入 （単位：円）
営業収益 運輸収益、運輸雑収益

3 営業外収益
計

収益的支出
営業費用 一般管理費、減価償却費
営業外費用
計

資本的収入
他会計借入金
計

資本的支出
企業債償還金
計

37,195,954 企業債償還金
37,195,954

6,800,000 一般会計借入金
6,800,000

73,882,238
4,619,364 支払利息、消費税
78,501,602

69,494,200
4,823,150 雑収入
74,317,350

・溝口町の例により、新町に引き継ぐ。

５２



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協定項目

連番

1
・慰霊祭の実施方法が、異なっている。

戦没者の霊を弔う 戦没者の霊を弔う (合同実施とする。)

全国戦没者追悼方式による慰霊祭（献花） 柱数  ２５５柱 仏式による慰霊祭 柱数  ３０６柱

  平成14年度決算額内訳

平成14年度決算額内訳 報償費 93,000円 （奉仕者謝礼金）

供物代　　　　　　118,125円（終了後持ち帰り） 需用費 552,309円 （供物･献花用生花･昼食代）

式典会場飾付費用　172,600円（献花用生花代） 役務費 5,040円 （白布クリーニング代）

白布クリーニング代　5,198円 委託料 156,000円 （忠魂碑清掃委託料）

計　　　　　295,923円 使用料及び賃借料 27,600円 （祭壇用具、花輪借上料）

式典内容 計 833,949円

　１．開式の辞 式典内容

　２．全員黙とう  １．開式の辞  ９．遺族一般献花

　３．追悼の辞（町長、遺族代表、来賓追悼）  ２．導師入場  １０．読経

　４．電報披露  ３．一同拝礼  １１．遺族代表謝辞

　５．献花（町長、遺族代表、来賓代表献花終了後、会場内全  ４．導師法語  １２．一同拝礼

　　　員が献花）  ５．読経  １３．式僧退場

　６．町長挨拶  ６．祭主慰霊のことば並びに献花 １４．閉式の辞

　７．遺族代表謝辞  ７．遺族代表追悼のことば並びに献花

　８．閉式の辞  ８．来賓弔辞並びに献花

合併後に一元化する。戦没者慰霊祭 戦没者慰霊祭

住民環境部会 ワーキンググループ名

備考

調整方法岸　　本　　町

各種事務事業の取扱い

協議会提案事項

永見文夫 小村　健その他事務事業

２５－４２　その他

課題・問題点溝　　口　　町

５３




